
毛
詩
正
義

巻
第
九

小
雅

伐
木
篇
譯
注
稿

田

中

和

夫

凡
例

○

《
毛
詩
正
義
》
本
文
は
足
利
學
校
秘
籍
叢
刊
（
汲
古
書
院
影
印
）《
毛
詩
註
疏
》

を
底
本
と
し
た
。（
簡

、
足
利
本
）

○

足
利
本
の
他
、
次
の

本
を
用
い
て
校
勘
を
行
っ
て
い
る
。
異
體
字
に
つ
い

て
は
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
の
み
注
記
し
、
原
則
的
に
は
校
勘
を
行
わ

な
い
。

①

宋

本《
毛
詩
正
義
》（
巻
八
至
巻
二
四
）東
方
文
化
叢
書
、
影
印
本（
簡

、

疏
本
）

②

元

中
國
國
家
圖
書
館
藏
《
毛
詩
註
疏
》
元
刻
明
修
本
。
日
本
静
嘉
堂
文

庫
所
藏
、
及
び
中
國
國
家
圖
書
館
藏
本
、「
中
華
再
造
善
本
」北
京
圖

書
館
出
版
社
影
印
を
用
い
た
。
後
者
は
前
者
の
に
比
べ
て
や
や
後
刷

り
の
よ
う
で
あ
る
。
摩
耗
部
分
の
あ
る
部
分
な
ど
、
特
に
両
者
を
確

認
し
た
（
簡

、
元
刊
本
）。

③

明

嘉
靖
年
間
刊
《
毛
詩
注
疏
》
内
閣
文
庫
藏
、
架
蔵
（
簡
称
、

本
）

④

明

萬
歴
十
四
年

北
京
國
子
監
刊
《
十
三
經
註
疏
》
本
（
簡
称
、
監
本
）

⑤

明

毛
氏
汲
古
閣
刊
《
十
三
經
注
疏
》
本
（
簡
称
、
毛
本
）

⑥

清

乾
隆
四
年
武
英
殿
校
刊
、
乾
隆
十
三
年
重
刻
《
十
三
經
注
疏
》
本
（
簡

称
、
殿
本
）

⑦

清

文
淵
閣
四
庫
全
書
《
毛
詩
注
疏
》
本
（
簡
称
、
全
書
本
）

⑧

清

嘉
慶
二
十
年
南
昌
府
學
開

元
校
勘
《
十
三
經
注
疏
》
本
（
簡
称
、

本
）

⑨

宋

宋
人
魏
了
翁《
毛
詩
要
義
》、
日
本
天
理
大
学
圖
書
館
所
藏
宋
淳
祐
十

二
年
徽
州
刻
本（『
域
外
漢
籍
珍
本
文
庫
』、
西
南
師
範
大
学
出
版
社
・

人
民
出
版
社
影
印
。
簡
称
、
徽
州
本
）。
更
に
光
緒
丙
戌
江
蘇
書
局
開

を
用
い
た
（
簡
称
、
光

本
）。

文
章
の
意
味
を
取
る
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
部
分
は
適
宜
括
弧
を
つ
け
て
内
容

を
補
っ
た
。

毛
詩
注
疏

小
雅

鄭
氏
箋

孔
穎
達
疏

伐
木

伐
木
燕
朋
友
故
舊
也
。
自
天
子
至
于
庶
人
、
未
有
不
須
友
以
成
者
、
親

親
以
睦
、
友
賢
不
棄
、
不
遺
故
舊
、
則
民
德

厚
矣
。

伐
木
は
朋
友
故
旧
を
燕
す
る
な
り
。
天
子
自
り
庶
人
に
至
る
ま
で
、
未
だ
友
を

須
た
ず
し
て
成
る
も
の
有
ら
ず
。
親
を
親
し
み
以
て
睦
み
、
賢
を
友
と
し
て
棄
て

ず
、
故
旧
を
遺わす
れ
ざ
れ
ば
、
民
の
徳
厚
き
に
帰
す
。

伐
木
の
詩
は
朋
友
・
故
旧
を
酒
宴
に
招
い
て
も
て
な
す
詩
で
あ
る
。
天
子
よ
り

）
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庶
人
ま
で
友
を
求
め
な
い
で
功
を
成
し
遂
げ
た
も
の
は
い
な
い
。
そ
の
親
族
を
親

し
ん
で
、
仲
良
く
し
、
賢
人
を
友
と
し
て
、
見
捨
て
ず
に
、
古
く
か
ら
の
友
人
を

忘
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
民
は
人
徳
が
厚
く
な
る
で
あ
ろ
う
（
注
１
）。

注

１
）

不
遺
故
舊
則
民
德

厚
矣

『
論
語
』「
泰
伯
」に
子
曰
、「
…
不
遺
故
舊

則
民
不

。」
と
あ
る
。

○
伐
木
六
章
章
六
句
（
校
１
）
至
厚
矣

○
正
義
曰
、
作
伐
木
詩
者
、
燕
朋
友
故
舊
也
。
又
言
所
燕
之
由
、
自
天
子
至
於
庶

人
、
未
有
不
須
友
以
成
者
、
王
者
既
能
内
親
其
親
、
以
使
和
睦
、
又
能
外
友
其
賢

而
不
棄
、
不
遺
忘
久
故
之
恩
舊
而
燕

之
。
以
此
化
民
於
上
、
民
則
効
之
於
下
、
則

民
德
皆

於
惇
厚
、
不

薄
矣
。

朋
是
同
門
之

、
友
爲
同
志
之
名
、
故
舊
即
昔
（
校
2
）
之
朋
友
也
。
然
則
朋

友
新
故
通
名
、
故
舊
唯
施
久
遠
。
此
云
朋
友
、
可
以
兼
故
舊
、
而
並
言
之
者
、
此

説
文
王
新
故
皆
燕
、
故
異
其
文
。「
友
賢
不
棄
」、
燕
朋
友
也
。「
不
遺
故
舊
」、
是

燕
故
舊
也
。
舊
則
不
可
更
釋（
校
３
）、
新
交
則
非
賢
不
友
、
故
變
朋
友
云「
友
賢
」

也
。燕

故
舊
」、
即
二
章
卒
章
上
二
句
是
也
。「
燕
朋
友
」、
即
二
章
諸
父
諸
舅
、
卒

章「
兄
弟
無
遠
」、
是
也
。
經
序
倒
者
、
經
以
主
美
文
王
不
遺
故
舊
爲
重
、
故
先
言

之
、
而
後
言
父
舅
、

（
校
４
）
兄
弟
、
見
父
舅
亦
有
故
舊
也
。
序
以
經
雖
主
燕

故
舊
、
而
故
舊
亦
朋
友
、
故
先
言
朋
友
、
以
見

名
、
而
又
別
言
故
舊
、
以
明
其

爲
二
事
。

天
子
至
于
庶
人
、
未
有
不
須
友
以
成
者
」、
即
序
首
章
之
事
、
因
文
王
求
友
而

廣
言
貴
賤
也
。
經
以
由
須
朋
友
而
燕
之
、
故
先
論
求
友
之
由
。
序
則
以
詩
本
（
校

５
）主
燕
、
所
以
倒
也
。
二
章
卒
章
所
陳
、
皆
爲
燕
食
、
説
王
不
得
不
召
父
舅
、
又

於
兄
弟
陳
王
之
恩
、
皆
是
「
燕
朋
友
故
舊
」
也
。
經
兼
陳
食
禮
、
而
序
不
言
、
亦

其

心
足
以
兼
之
、
其
親
親
以
下
、
因
説
王
者
立
法
、
且
明
次
篇
之
義
、「
親
親

以
睦
」、
指
上
常

燕
兄
弟
也
。「
友
賢
不
棄
、
不
遺
故
舊
」、
即
此
篇
是
也
。
常

雖
周
公
作
、
既
内
（
校
６
）
之
於
治
内
之
篇
、
故
爲
此
次
以
示
法
、
是
此
（
校
７
）

篇
皆
有
義
意
。

校
正１

）

六
章
章
六
句

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・

本
、「
六

章
章
六
句
」
に
作
る
。

元
の

勘
記
に
よ
れ
ば
、
正
義
で
は
元
々
は

「
三
章
章
十
二
句
」に
作
っ
て
い
た
が
こ
れ
を
唐
石
經
が「
六
章
章
六
句
」

と
誤
り
、
經
と
注
を
併
せ
て
「
義
を
正
し
た
」
と
き
（「
正
義
」
と
し
た

と
き
）、
又
誤
っ
て
標
起
止
を
改
め
た
も
の
と
い
う
。
詩
本
文
（
経
文
）

を
み
て
も
、「
三
章
章
十
二
句
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。

（
２
）

昔

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
、「
昔
」
に
作
り
、

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
昔
日
」
に
作
る
。

３
）

釋

疏
本
・
監
本
・

本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「

」
に
作
る
。

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
、「
釋
」
に
作
る
。

４
）

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
及
び
『
要
義
』（
徽
州
本
・
光
緒
本
）

は
「
先
」
に
作
る
。

本
、「

」
に
作
る
。
監
本
・

本
・
毛
本
・
殿

本
・
全
書
本
、「
及
」
に
作
る
。

元

勘
記
に
言
う
如
く
、「
先
」
に

作
る
の
を
よ
し
と
す
る
。
し
か
し
、
前
の
文
章
か
ら
み
れ
ば
、「
及
」に

作
る
の
が
妥
当
。
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（
５
）

本

疏
本
・『
要
義
』（
徽
州
本
）、「
本
爲
」
に
作
る
。

６
）

内

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
、「
内
」
に
作
る
。

本
・
毛

本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
納
」
に
作
る
。

７
）

此

疏
本
、「
比
」
に
作
る
。
足
利
本
・
元
刊
本
・
監
本
・

本
・
毛

本
・
殿
本
・

本
・
全
書
本
、「
此
」
に
作
る
。

○

伐
木
六
章
章
ご
と
に
六
句
」
よ
り
「
厚
矣
」
に
至
る
ま
で

○
正
義：

伐
木
の
詩
は
朋
友
故
旧
を
燕
す
る
〔
酒
席
に
招
い
て
も
て
な
す
〕
た
め

に
作
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。
又
彼
等
を
燕
す
る
理
由
を
陳
べ
る
。
天
子
よ
り
庶
人
に

至
る
ま
で
、
友
を
求
め
な
い
で
成
功
し
た
も
の
は
い
た
こ
と
が
な
い
。
王
は
内
は

そ
の
親
族
を
大
事
に
し
て
そ
の
親
族
を
和
睦
さ
せ
、
外
は
賢
者
を
友
と
し
て
親
し

ん
で
捨
て
去
ら
ず
、
久
故
の
旧
恩
を
忘
れ
去
ら
ず
、
彼
等
を
酒
宴
に
招
い
て
楽
し

ま
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
民
人
を
上
に
従
い
な
ら
わ
せ（
注
１
）、
民
は
下
に
効つと

め
る
、
そ
う
す
れ
ば
民
の
徳
は
皆
惇
厚
〔
淳
朴
で
真
心
が
深
い
〕
に
な
り
、

薄

〔
い
つ
わ
り
が
多
く
風
俗
が
軽
薄
〕
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

朋
と
は
同
門
（
注
２
）
の
名
称
で
あ
り
、
友
と
は
同
志
の
名
称
で
あ
り
、
故
旧

と
は
昔
の
朋
友
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
朋
友
と
は
新
し
い〔
朋
友
〕、
古

く
か
ら
の
〔
朋
友
〕
ど
ち
ら
に
も
通
ず
る
名
称
で
あ
り
、
故
旧
と
は
、
久
し
く
遠

い
時
か
ら
の
友
だ
け
に
対
す
る
名
称
で
あ
る
。こ
こ
に
朋
友
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

故
旧
も
兼
ね
て
い
る
は
ず
で
、
こ
れ
ら
を
並
べ
て
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
は

文
王
が
新
古
ど
ち
ら
の
朋
友
も
と
も
に
燕
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
、
そ
こ

で
わ
ざ
わ
ざ
「
朋
友
」「
故
旧
」
と
い
う
ふ
う
に
異
な
っ
た
言
葉
を
並
べ
て
い
る
の

で
あ
る
（
注
3
）。「
賢
を
友
と
し
て
棄
て
ず
」
と
は
朋
友
を
燕
す
る
〔
宴
に
招
く
〕

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
故
旧
を
遺
れ
ず
」と
は
故
旧
を
燕
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
古
く
か
ら
の
友
は
更
め
て
釈
て
て
は
な
ら
な
い
し
〔
更
め
て
朋
友
関
係

を
解
消
し
て
は
な
ら
な
い
、「

」：

更
に
選
ぶ
必
要
は
な
い
〕、
新
し
く
交
わ
る
場

合
は
賢
明
な
人
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
友
と
は
し
な
い
の
で
、「
朋
友
」を
変
え
て「
友

賢
（
賢
を
友
と
す
る
）」
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

燕
故
舊
」
と
は
二
章
と
卒
章
の
上
の
二
句
〔「
伐
木
許
許
、

酒
有

」、「
伐

木
于
阪
、

酒
有
衍
」〕を
さ
し
て
い
る
。「
燕
朋
友
」と
は
二
章
の
諸
父
諸
舅
、
そ

れ
に
卒
章
の
「
兄
弟
無
遠
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
経
文
〔
詩
の
本
文
〕

と
毛
序
に
お
い
て
「
燕
朋
友
」「
燕
故
舊
」
の
順
序
が
、
逆
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

経
文
は
文
王
が
故
旧
を
遺
れ
ず
に
彼
等
を
重
ん
じ
た
こ
と
を
美ほ
め
る
こ
と
に
重
点

を
置
い
て
い
る
の
で
、
先
に
〔
故
旧
を
言
っ
て
〕
そ
の
後
で
「
父
」「
舅
」
及
び
「
兄

弟
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
父
舅
を
）「
兄
弟
」
よ
り
先
に
言
っ
て

い
る
の
は
、
父
舅
に
も
ま
た
故
舊
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

序
文
が
「
朋
友
」「
故
旧
」
を
燕
す
る
、
と
「
朋
友
」
を
先
に
言
い
、「
故
旧
」

を
後
に
し
て
い
る
の
は
）
序
文
〔
の
作
者
〕
は
詩
の
本
文
〔
経
文
〕
が
故
旧
を
燕

す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
故
旧
も
ま
た
朋
友
に
包
括
さ

れ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
先
に
朋
友
の
こ
と
を
述
べ
て
、
總
名
〔
全
体
の
名
〕
を

表
し
、
そ
の
後
で
ま
た
別
に
分
け
て
故
旧
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
ら
が
そ

れ
ぞ
れ
二
つ
の
こ
と
、
別
々
な
こ
と
で
あ
る
の
を
強
調
し
た
た
め
で
あ
る
。

天
子
至
于
庶
人
未
有
不
須
友
以
成
者（
天
子
よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
友
を
須もと
め

ず
し
て
以
て
成
る
者
有
ら
ず
）」と
い
う
の
は
首
章
の
こ
と
を
序
べ
て
い
る
。
文
王

が
友
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
天
子
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
」と
広
く
貴
か
ら

賤
ま
で
を
言
っ
て
い
る
。

経
文
〔
本
文
〕
で
は
朋
友
を
須
め
て
こ
れ
を
燕
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
先

ず
友
を
求
め
る
理
由
を
論
じ
て
い
る
。
序
文
で
は
詩
は
も
と
も
と
燕
す
る
こ
と
を
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主
と
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
の
で
、
順
序
が
逆
な
の
で
あ
る
。
二
章
・
卒
章

に
陳
べ
て
い
る
の
は
、
皆
燕
食
で
あ
る
、
王
は
父
舅
を
招
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

を
説
い
て
い
る
。
ま
た
兄
弟
に
お
い
て
は
王
の
恩
を
陳
べ
て
い
る
、
皆
こ
れ
ら
は

「
燕
朋
友
故
舊
（
朋
友
故
旧
を
燕
す
る
）」
こ
と
に
あ
た
る
。
経
文
〔
本
文
〕
は
食

礼
を
兼
ね
合
せ
て
陳
べ
て
い
る
が
、
序
文
は
〔
食
礼
に
つ
い
て
は
〕
言
及
し
て
い

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
〔
朋
友
故
旧
の
〕
歓
心
〔＝

喜
び
楽
し
む
心
〕
を
言
挙
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
充
分
こ
れ
〔＝

食
礼
〕
を
兼
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
「
親

親
」
以
下
は
、
王
者
が
法
を
立
て
る
こ
と
を
説
き
、
且
つ
詩
篇
を
列
べ
る
順
序
の

意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

親
親
以
睦
」
と
は
〔
こ
の
「
伐
木
」
篇
の
〕
上
に
あ
る
「
常

」
篇
の
「
兄
弟

を
燕
す
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。「
友
賢
不
棄
不
遺
故
舊
」
と
い
う

の
が
こ
の
篇
（「
伐
木
」）
の
こ
と
で
あ
る
。「
常

」
は
周
公
の
作
で
は
あ
る
が
、

既
に
こ
れ
を
治
内
の
篇
に
内
れ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
順
序
を
設
け
て
法
を
示
し

て
い
る
。（
こ
の
よ
う
に
前
後
の
）詩
篇
を
比
べ
れ
ば
と
も
に
意
義
が
あ
る
こ
と
が

見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

注

１
）

化
民
於
上

呂
覧
・
大
楽
「
皆
化
其
上
」

2
）

同
門

同
じ
師
に
学
ん
だ
者
。
同
門
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
漢
代
で
あ
ろ
う
か
。

3
）

故
旧

実
際
に
ど
の
ぐ
ら
い
の
範
囲
の
人
を
言
う
の
か
分
か
り
に
く
い

が
、
元
江
『
雅
頌
類
詩
新
解
』（
二
〇
〇
八
年
、
湖
南
人
民
出
版
社
刊
）

「
伐
木
」
の
注
に
よ
れ
ば
、「
故
旧：

故
人
旧
人
、
過
去
對
本
家
族
有
恩

的
人
或
他

的
后
代
、
已
去
世
父
兄
的
朋
友
、
自
己
旧
有
的
知
交
。」と

あ
る
。

○

伐
木
六
章
章
六
句
」
よ
り
「
厚
矣
」
に
至
る
ま
で

伐
木
丁
丁

木
を
伐
る
こ
と
丁とう
丁とう
た
り

チ
ョ
ー
ン
チ
ョ
ー
ン
と
木
を
伐
る
音

が
し
て
（『
經
典
釋
文
』
丁
は

耕
の
反
、
伐
木
の
聲
）

鳥
鳴

鳥
鳴
く
こ
と
おうおう
た
り

鳥
は

々
と
鳴
き
交
し
て
い
る

毛
傳：

興
也
。
丁
丁
伐
木
聲
也
。

驚
懼
也
。

箋
云
、
丁
丁

相
切
直
也
。
言
昔
日
未
居
位
在
農
之
時
、
與
友
生
於
山
巌
伐

木
、
爲
勤
苦
之
事
、
猶
以
道
德
相
切
正
也
。

兩
鳥
聲
也
。
其
鳴
之
志
、
似
於

有
友
道
然
、
故
連
言
之
。

毛
伝：

興
で
あ
る
。
丁
丁
は
木
を
切
る
音
。

と
は
鳥
が
驚
き
懼
れ
る
さ
ま
。

鄭
箋：

丁
丁

と
は
互
い
に
厳
し
く
諫
め
合
う
こ
と
で
あ
る
。
以
前
ま
だ
官

位
に
就
か
ず
農
民
で
あ
っ
た
と
き
、
友
人
と
険
し
い
山
の
中
で
木
を
伐
る
、
苦
し

い
作
業
に
勉
め
励
ん
で
い
た
が
、
そ
の
時
も
、
な
お
道
徳
で
も
っ
て
互
い
に
厳
し

く
身
を
律
し
あ
っ
て
い
た
。

と
は
二
羽
の
鳥
が
鳴
き
交
わ
す
声
で
あ
る
。
そ

の
鳴
き
声
は
友
の
道
を
有たも
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
、

と
連
言
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

出
自
幽
谷

幽
谷
よ
り
出
で

鳥
は
幽
谷
か
ら
飛
び
立
ち

遷
于
喬
木

喬
木
に
遷
る

高
い
木
の
上
に
飛
び
移
っ
て
い
る

毛
傳：
幽
深
、
喬
高
也
。

箋
云
、
遷
徒
也
。
謂
郷
時
之
鳥
出
從
深
谷
、
今
移
處
高
木
。
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毛
伝：

幽
は
深
い
こ
と
。
喬
は
高
い
こ
と
。

鄭
箋：

遷
は
徒
る
こ
と
。
郷
時〔
昔
日
、
人
の
そ
ば
で
鳴
い
て
い
た
〕（
注
１
）

鳥
が
そ
の
深
い
谷
間
を
出
て
、
今
は
高
い
木
の
上
に
移
っ
て
い
る
。

注

１
）

『
經
典
釋
文
』
に
「
本
又
作

同
。
許
亮
反
」
と
あ
る
の
で
、

は

嚮
（
先
の
、
以
前
の
）
の
意
味
に
と
と
り
、

時
で
昔
日
の
意
と
み
な

し
た
。

其
鳴
矣

おう
と
し
て
其
れ
鳴
き

〔
高
木
に
移
っ
た
鳥
は
〕

と
鳴
い
て

求
其
友
聲

其
の
友
を
求
む
る
声
あ
り

そ
の
友
を
求
め
て
い
る

毛
傳：

君
子
雖
遷
於
高
位
不
可
以
忘
其
朋
友
。

箋
云
、

其
鳴
矣
、
遷
處
高
木
者
。
求
其
友
聲
、
求
其
尚
在
深
谷
者
、
其
相
得

則
復
鳴

然
。

毛
伝：

君
子
は
た
と
え
高
位
に
昇
っ
た
と
し
て
も
そ
の〔
嘗
て
の
布
衣
時
代
の
〕

友
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

鄭
箋：

其
鳴
矣
（
鳥
が

と
鳴
い
て
い
る
）」
と
い
う
の
は
高
い
木
に
移
っ

た
鳥
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
、「
求
其
友
聲
（
そ
の
友
を
求
め
て
鳴
い
て
い
る
）」
と

い
う
の
は
、〔
そ
の
高
い
木
に
遷
っ
た
鳥
が
〕ま
だ
な
お
深
い
谷
に
残
っ
て
い
る
鳥

を
〔
忘
れ
ず
に
〕
求
め
、
心
通
い
合
わ
せ
て
は

と
鳴
い
て
い
る
こ
と
い
う
。

相
彼
鳥
矣

彼
の
鳥
を
相み
て
も

あ
の
鳥
も
見
て
も

猶
求
友
聲

猶な
ほ
友
を
求
む
る
声
あ
り

な
お
、
旧
友
を
求
め
て
鳴
い
て
い
る

矧
伊
人
矣

矧いわんや
伊か
の
人
な
る
や

ま
し
て
や
人
に
於
い
て
は

不
求
友
生

友
生
を
求
め
ざ
ら
ん
や

旧
友
を
求
め
な
い
で
よ
か
ろ
う
か

毛
傳：

矧
況
也
。

箋
云
、
相
視
也
。
鳥
尚
知
居
高
木
呼
其
友
、
況
是
人
乎
、
可
不
求
之
。

毛
伝：

矧
は
況
（
況
や
の
意
）
で
あ
る
。

鄭
箋：

相
は
視
る
（『
經
典
釋
文
』
相
、
息
亮
反
。
視
也
）。
鳥
で
す
ら
（
自
分

が
）
高
い
木
の
上
に
い
れ
ば
（
下
に
い
る
）
そ
の
友
を
呼
ぶ
。
ま
し
て
や
人
た
る

者
〔
自
分
が
高
位
に
昇
っ
た
な
ら
ば
、
な
お
下
位
に
い
る
〕
友
を
求
め
〔
引
き
上

げ
よ
う
と
し
〕
な
く
て
よ
か
ろ
う
か
。

神
之

之

神
の
之
を
聴
か
ば

神
が
も
し
こ
の
声
を
聞
き
と
ど
け
た
な
ら
ば

終
和
且
平

終
に
和
し
且
つ
平ひと
し
か
ら
ん
（
注
１
）
友
人
同
士
相
和
し
、
同
じ
よ

う
に
功
業
を
成
し
遂
げ
る
だ
ろ
う

箋
云
、
以
可
否
相
増
減
曰
和
、
平
齊
等
也
。
此
言
心
誠
求
之
、
神
若

之
、
使

得
如
志
、
則
友
終
相
與
和
而
齊
功
也
。

鄭
箋：

可
否
の
相
増
減
す
る
こ
と
を
和
と
い
い
、
平
と
は
齊ひ
等と
し
い
こ
と
、
齊

等
し
く
す
る
こ
と
（
注
２
）。
心
底
真
心
込
め
て
友
を
求
め
、
神
明
〔
神
靈
〕
が
も

し
こ
の
声
を
聞
き
と
ど
け
、
志
の
如
く
さ
せ
て
く
れ
た
な
ら
ば
、
友
人
同
士
、
終

に
相
共
に
心
打
ち
解
け
合
い
、
そ
の
功
業
も
同
じ
よ
う
に
成
し
遂
げ
る
だ
ろ
う
。

注

１
）

終
和
且
平

商
頌
・
那
」
に
「

鼓
淵
淵
、

管
聲
、
既
和
且
平
、

依
我

聲
」
と
あ
る
が
、「
那
」
の
「
既
和
且
平
」
の
句
の
和
平
は
楽
音

が
和
諧
し
て
い
る
こ
と
。

２
）

こ
の
鄭
箋
「
以
可
否
相
増
減
曰
和
、
平
齊
等
也
」
は
『
左
傳
』
昭
公
二

― ―118

）

二
九



十
年
、
晏
嬰
が
齊
侯
に
答
え
た
話
を
想
定
し
た
も
の
か
。

○
伐
木
至
且
平

○
毛
以
爲
有
人
伐
木
於
山
阪
之
中
、
丁
丁
然
爲
聲
、
鳥
聞
之

然
而
驚
懼
、
以

興
朋
友
二
人
相
切
磋
、
設
言
辭
以
規
其
友
、
切
切
節
節
然
。
其
友
聞
之
、
亦
自
勉

勵
、
猶
鳥
聞
伐
木
之
聲
然
也
。
鳥
既
驚
懼
、
乃
飛
出
、
從
深
谷（
校
１
）之
中
、
遷

於
高
木
之
上
、
以
喩
朋
友
既
自
勉
勵（
校
２
）、
乃
得
遷
升
於
高
位
之
上
。
鳥
既
遷

高
木
之
上
、
又

然
其
爲
鳴
矣
、
作
求
其
友
之
聲
、
以
喩
君
子
雖
遷
高
位
而
亦

求
其
故
友
。
所
以
求
之
者
、
視
彼
鳥
之
無
知
、
猶
尚
作
求
其
友
之
聲
、
況
人
之
有

知
矣
。
焉
得
不
求
其
友
生
乎
。
君
子
爲
此
而
求
友
也
。
既
居
高
位
而
不
忘
故
友
、
若

神
明
之
所

祐
之
、
則
朋
友
終
久
必
志
意
和
、
且
功
業
平
。

校
正（

１
）

深
谷

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
、「
深
谷
」
に
作
り
、

本
・

監
本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
幽
谷
」
に
作
る
。

２
）

以
喩
朋
友
既
自
勉
勵

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・
毛
本
・

本
・

殿
本
・
全
書
本
、「
以
喩
朋
友
既﹅
自
勉
勵
」
に
作
り
、

本
・
監
本
、「
以

喩
朋
友
即﹅
自
勉
勵
」
に
作
る
。「
既
」
に
作
る
の
が
正
し
い
。

毛
伝
の
解
釈：

山
中
で
木
を
伐
る
人
が
い
て
、
チ
ョ
ー
ン
チ
ョ
ー
ン
と
音
を
立

て
て
い
る
。
鳥
た
ち
は
そ
の
木
を
伐
る
音
を
聞
い
て

と
鳴
い
て
驚
き
恐
れ
て

い
る
。（
こ
の
描
写
で
次
の
こ
と
を
言
い
起
こ
し
て
い
る
）：

二
人
の
友
人
が
互
い

に
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
、
互
い
に
切
切
節
節
然
と
戒
め
あ
っ
て
い
る
。
友
人
は
そ

の
戒
め
の
言
葉
を
聞
い
て
、
自
分
も
ま
た
勉
め
励
む
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
あ
の
鳥

が
木
を
伐
る
音
を
聞
い
て
恐
れ
慎
む
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
鳥
は
驚
き
恐
れ
る
と

深
い
谷
の
中
よ
り
飛
び
立
っ
て
高
い
木
の
上
に
移
る
、（
こ
れ
は
）〔
戒
め
ら
れ
た

方
の
〕
友
人
が
自
ら
も
勉
め
励
ん
で
、
高
い
位
の
官
に
移
り
昇
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
を
喩
え
て
い
る
。
鳥
が
高
い
木
に
移
り
、

と
し
き
り
に
鳴
い
て
、
そ
の

友
を
呼
び
求
め
て
い
る
。（
こ
の
描
写
で
）
君
子
も
〔
ま
た
鳥
の
如
く
〕
も
し
高
位

高
官
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
か
つ
て
の
友
人
を
求
め
〔
忘
れ
な
い
〕
こ
と
を
喩
え

て
い
る
。
そ
の
旧
友
を
求
め
る
理
由
と
い
う
の
は
、
無
知
な
鳥
で
す
ら
な
お
友
を

求
め
て
鳴
い
て
い
る
。
ま
し
て
や
無
知
で
は
な
い
人
に
於
い
て
は
な
お
さ
ら
、
そ

の
旧
友
を
求
め
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
。
君
子
た
る
者
こ
う
し
た
理
由
で
そ
の
友

を
求
め
る
の
で
あ
る
。
高
位
高
官
に
な
っ
て
も
旧
友
を
忘
れ
ず
、
も
し
神
明
に
も

そ
の
思
い
が

き
届
け
ら
れ
た
な
ら
、
友
人
同
士
い
つ
ま
で
も
久
し
く
、
必
ず
そ

の
志
意
は
和
ら
ぎ
、功
業
も
お
互
い
変
わ
ら
ぬ
ぐ
ら
い
に
成
就
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

鄭
以
爲
爲
此
章
遠
本
（
校
１
）
文
王
幼
少
之
時
結
友
之
事
、
言
文
王
昔
日
未
居

位
之
時
、
與
友
生
伐
木
於
山
阪
、
丁
丁
然
爲
聲
也
。
於
時
雖
處
勤

、
猶
以
道
德

相
切
直
、
時
有
兩
鳥
在
傍
、

然
而
鳴
、
此
鳥
之
鳴
、
似
朋
友
之
相
切
、
故
連

言
之
。
此
鳥
乃
出
從
深
谷
（
校
２
）
之
中
遷
於
高
木
之
上
、
又
復

然
爲
其
鳴

矣
、
作
求
其
友
之
聲
。
然
視
彼
鳥
矣
、
猶
作
其
求
友
之
聲
、
況
是
人
何
得
不
求
其

友
生
乎
。
故
文
王
所
以
求
友
生
也
。
大
意
與
毛
同
。
唯
不
興
爲
異
耳
。

校
正（

１
）

遠
本

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
、「
遠
本
」
に
作
り
、

本
・

監
本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
追
本
」
に
作
る
。

（
２
）

深
谷

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
、「
深
谷
」
に
作
り
、

本
・
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監
本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
幽
谷
」
に
作
る
。

鄭
玄
は
、
こ
の
章
は
遠
く
文
王
が
幼
少
の
時
に
友
人
関
係
を
築
い
た
事
に
基
づ

い
て
作
ら
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
。〔
そ
の
解
釋
〕：

文
王
が
昔
、
ま
だ
王
位
に
就

い
て
い
な
か
っ
た
時
、
友
人
と
山
の
斜
面
で
チ
ョ
ー
ン
チ
ョ
ー
ン
と
音
を
立
て
な

が
ら
木
を
伐
っ
て
い
た（
注
１
）。
そ
の
時
つ
ら
い
勤
労
に
従
事
し
て
い
て
も
、
な

お
道
徳
を
守
り
、
相
切
磋
し
励
ま
し
合
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
折
、
二
羽
の

鳥
が
側
ら
で

と
鳴
き
交
わ
し
て
い
た
、
こ
の
鳥
が
鳴
き
交
わ
し
て
い
る
の
は

友
人
同
士
が
相
切
磋
し
て
い
る
の
に
似
て
い
た
の
で
、
こ
の
こ
と
を
連
ね
て
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鳥
で
す
ら
深
い
谷
の
中
か
ら
高
い
木
の
上
移
っ
て
い
っ

て
も
な
お
ま
た

と
鳴
い
て
、
そ
の
旧
友
を
求
め
て
声
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
あ
の
鳥
を
見
て
も
な
お
そ
の
友
を
求
め
て
鳴
い
て
い
る
、
ま
し
て
や
人

で
あ
れ
ば
ど
う
し
て
そ
の
旧
友
を
求
め
な
い
で
よ
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
文
王
が
友

人
を
求
め
る
所
以
で
あ
る
。
大
意
は
毛
傳
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
興〔
所
謂
興
体
、

二
羽
の
鳥
が
鳴
き
交
わ
す
こ
と
を
陳
べ
て
、
友
人
が
相
求
め
る
こ
と
を
譬
喩
し
て

い
る
、
象
徴
的
表
現
〕
と
み
な
さ
な
い
〔
で
直
接
に
二
羽
の
鳥
が
側
ら
で
鳴
い
て

い
る
、
と
し
て
い
る
〕
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

注

１
）

鄭
玄
は
〜

正
義
が
「
鄭
以
爲
…
丁
丁
然
爲
聲
也
」
と
鄭
玄
の
解
釋
を

敷
衍
し
て
「
文
王
云
々
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
焦
循
は
「
文

王
幼
時
、
何
曾
爲
農
、
又
何
伐
木
之
有
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

○
傳
丁
丁
至
驚
懼

正
義
曰
、
此
丁
丁
文
連
伐
木
、
故
知
伐
木
聲
。
下
云（
校
１
）、「
出
自
幽
谷
、
遷

于
喬
木
（
校
２
）」、
則
木
是
其
鳥
驚
懼
而
飛
遷
矣
。
故
知

然
驚
懼
、
言
此
鳥

爲
驚
懼
而
鳴
耳
。

非
驚
懼
之
聲
也
。
故
下
云「

其
鳴
矣
」、
不
復
驚
懼
、
鳴

亦

是
也
（
校
３
）。
然
「
釋
訓
」
云
、「
丁
丁
、

、
相
切
直
也
。」
傳
意
以
此

伐
木
鳥
鳴
喩
相
切
直
之
事
。
今
傳
解
詩
經
之
文
耳
。『
爾
雅
』

訓
興
喩
之
義
。「
釋

訓
」
云
、「

（
校
４
）、
君
之
德
也
。
藹
藹

、
臣
盡
力
也
。」
皆

釋

其
義
、
不
釋
詩
文
。
王

亦
云
、「
鳥
聞
伐
木
驚
而
相
命

然
、
故
曰
丁
丁

相
切
直
、
以
興
朋
友
切
切
節
節
」、
其
言
得
傳
旨
也
。
言
相
切
直
者
謂
切
磋
相
正
直

也
。

校
正１

）

云

足
利
本
・
元
刊
本
・
監
本
・

本
、「
去
」
に
作
る
。

疏
本
・
毛

本
・
殿
本
・

本
・
全
書
本
、「
云
」
に
作
る
。

２
）

喬
木

足
利
本
・
元
刊
本
・
監
本
・

本
・
毛
本
・

本
・
殿
本
・
全

書
本
、「
喬
木
」
に
作
る
。

疏
本
、「
高
木
」
に
作
る
。

３
）

是
也

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・
殿
本
・

本
・

全
書
本
、「

是
也
」
に
作
る
。

疏
本
、「

是
也
」
に
作
る

４
）

足
利
本
・
元
刊
本
・
監
本
・

本
・
毛
本
・
殿
本
・

本
・
全

書
本
、「

」
に
作
る
。

疏
本
、「

」
に
作
る
。

○
毛
伝
の
「
丁
丁
」
か
ら
「
驚
懼
」
に
至
る
ま
で

正
義：
こ
の
「
丁
丁
」
の
句
「
伐
木
」
に
続
い
て
い
る
の
で
、
木
を
伐
る
音
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
す
ぐ
後
の
本
文
に
「
出
自
幽
谷
、
遷
于
喬
木
（
幽
谷
よ
り
出

で
て
、
喬
木
に
遷
る
）」と
あ
る
の
で
、
こ
の
木
と
い
う
の
は
鳥
が
驚
き
懼
れ
て
飛
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び
移
っ
た
木
で
あ
る
。
だ
か
ら

然
と
し
て
驚
き
懼
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
鳥
は
驚
き
懼
れ
た
た
め
に
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「

」

と
〔
鳴
く
鳴
き
声
が
〕
驚
き
懼
れ
る
声
と
い
う
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
の

後
で
「

其
鳴
矣
（

と
し
て
其
れ
鳴
く
）」
と
あ
り
、
驚
き
懼
れ
な
い
で
鳴
く
の

も
「

」
と
い
う
、
そ
の
例
が
こ
れ
で
あ
る
。（
こ
こ
で
は
〔
鳥
は
〕
全
く
驚
き
懼

れ
て
は
い
な
い
。
鳥
が
鳴
く
こ
と
自
体
も
ま
た

と
表
現
す
る
と
い
う
の
が
こ
こ

の
例
で
あ
る
。）
し
か
し
、『
爾
雅
』
釋
訓
に
は
「
丁
丁
、

、
相
切
直
也
。」
と

あ
り
、
毛
伝
の
本
意
で
は
、
こ
の
「
伐
木
」「
鳥
鳴
」
と
い
う
表
現
で
〔『
爾
雅
』
釋

訓
に
「
丁
丁
、

、
相
切
直
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
〕
互
い
に
厳
し
く
諫
め
励
ま

し
合
う
こ
と
を
喩
え
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
今
こ
こ
の
毛
伝
は〔「

、
驚
懼
也
」：

「
鳥
た
ち
は
そ
の
木
を
伐
る
音
を
聞
い
て

と
鳴
い
て
驚
き
恐

れ
て
い
る
。」
と
〕
ひ
た
す
ら
『
詩
經
』
の
〔「
伐
木
丁
丁
、
鳥
鳴

」
と
い
う

文
に
則
し
て
〕
本
文
を
解
釈
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。『
爾
雅
』
は
直
ち
に
〔「
丁

丁
、

」
と
い
う
言
葉
の
〕
興
喩
の
意
味
ま
で
を
訓
解
〔
解
釈
〕
し
て
い
る
。「
釋

訓
」
に
は
ま
た
「

、

、
君
之
德
也
。
藹
藹
、

、
臣
盡
力
也
。」
と
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
ひ
た
す
ら
そ
の
言
葉
だ
け
で
の
義
〔＝

寓
意
〕
を
解
釈
し

て
い
る
だ
け
で
、〔
そ
れ
ら
の
語
彙
が
詩
本
文
に
使
わ
れ
た
上
で
の
〕詩
の
本
文
を

解
釈
し
て
は
い
な
い
。
王

も〔
こ
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
〕「
鳥
が
木
を
伐
る
音
に

驚
い
て
、
互
い
に
教
え
知
ら
せ
て

然
と
鳴
い
て
励
ま
し
合
っ
て
い
る
。〔
爾
雅

に
も
〕『
丁
丁
、

は
相
切
直
す
る
な
り
』
と
あ
る
。〔
こ
の
句
は
〕
朋
友
同
士

厳
し
く
励
ま
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
言
い
興
し
た
の
だ
。」と
言
っ
て
い
る
。
こ
の

王

の
解
釈
は
毛
伝
の
本
旨
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
相
切
直
す
る
と
は
互
い

に
切
磋
し
、
互
い
に
正
し
直
す
こ
と
を
い
う
（
注
１
）。

注

１
）

こ
の
王

の
解
釈
を
是
と
す
る
正
義
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
李
庶
常

は
異
を
唱
え
て
い
る
。「
按
王
以
伐
木
鳥
鳴
興
朋
友
相
切
直
、
依『
爾
雅
』

爲
説
。
如
果
毛
旨
亦
然
、
首
二
句
傳
何
以
不
言
箋
丁
丁
、

、
相
切

直
也
。
正
以
毛
無
此
意
、
故
引
釋
訓
以
易
傳
驚
懼
二
字
。
正
義
謂
得
毛

旨
、
斯
不
然
矣
。（
思
う
に
王

は
伐
木
鳥
鳴
で
も
っ
て
朋
友
相
切
直
す

る
こ
と
を
言
い
興
し
て
い
る
と
み
な
し
、『
爾
雅
』を
拠
り
所
と
し
て
説

を
な
し
て
い
る
。
も
し
毛
伝
の
趣
旨
が
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
始

め
の
二
句
に
お
い
て
ど
う
し
て
鄭
箋
が
引
用
し
て
い
る「
丁
丁

、相

切
直
也
。」に
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
間
違
い
な
く
毛
伝
は
こ

の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、

〔
鄭
箋
は
〕「
釋
訓
」
を
引
い
て
、
毛
伝
の
「
驚
懼
」
の
二
字
を
易か
え
た

の
だ
。正
義
は
こ
れ
を
毛
伝
の
趣
旨
を
得
た
も
の
と
言
っ
て
い
る
が
、そ

れ
は
間
違
い
で
あ
る
。）」（
李
庶
常
『
毛
詩
紬
義
』
伐
木
）

○
箋
丁
丁
至
連
言
之

○
正
義
曰
、
箋
全
引
釋
訓
之
文
、
具
解
丁
丁

之
義
、
與
傳
同
也
。
故
下
即
云

「

兩
鳥
聲
」。
丁
丁
、
亦
是
伐
木
聲
也
。
故
郭

曰
、
丁
丁

木
聲
、

兩

鳥
鳴
、
但
正
伐
木
鳥
鳴
時
、
有
此
相
切
直
之
義
、
故
總
言
丁
丁

、
爲
相
切
直
。

言
未
居
位
、
謂
未
居
諸
侯
之
位
、
在
於
農
畝
時
。
山
巖
者
、
以
下
云
、「
伐
木
于
阪
」、

故
知
山
傍
巖
崖
之
處
。
故
云
山
巖
也
。

○
鄭
箋
の
「
丁
丁
」
か
ら
「
連
言
之
」
に
至
る
ま
で

○
正
義：
鄭
箋
は
完
全
に
『
爾
雅
』
釋
訓
の
文
を
引
い
て
、
具
体
的
に
「
丁
丁
、

」
の
意
味
す
る
所
を
解
い
て
い
る
。〔
そ
の
点
〕
毛
伝
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
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す
ぐ
そ
の
後
で
「

は
兩
鳥
聲
」
と
言
い
、「
丁
丁
」
も
木
を
伐
る
音
で
あ
る
と

す
る
。
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
な
ら
郭

は
「
丁
丁
は
木
を
き
る
声おと
、

は
兩
鳥

が
鳴
き
交
わ
す
こ
と
。」と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
木
を

伐
り
鳥
が
鳴
く
時
に
、
こ
の
「
相
切
直
す
」
る
と
い
う
意
味
が
で
て
く
る
。
そ
こ

で
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
丁
丁

を
解
釈
し
て
相
切
直
す
る
と
言
っ
て
い
る
。「
未

だ
位
に
居
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
ま
だ
諸
侯
の
位
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
農
業
に
従

事
し
て
い
る
と
き
の
こ
と
。「
山
巖
」
と
は
後
の
方
で
「
木
を
阪
に
伐
る
」
と
い
っ

て
い
る
の
で
、
山
の
傍
ら
の
険
し
い
崖
の
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ

で
「
山
巖
」
と
い
っ
て
い
る
。

箋
必
以
爲
文
王
身
與
友
生
伐
木
者
、
以
爾
雅
云
、「
丁
丁

相
切
直
」、
自
此

以
下
、
陳
鳥
鳴
求
友
、
無
相
切
直
之
義
、
則
伐
木
之
時
、
相
切
直
也
。
而
下
二
章
、

酒
文
連
伐
木
、
是
酒
爲
伐
木
而
設
、
即
伐
木
之
人
、
是
朋
友
矣
。
朋
友
既
親（
校

１
）
伐
木
、
明
文
王
（
校
２
）
與
之
倶
行
、
故
知
親
在
農
。『
禮
記
』
注
（
校
３
）、

「
士
之
子
食
禄
不
免
農
」、
則
大
夫
以
上
子
免
農
矣
。
時
文
王
爲
諸
侯
世
子
、
而
在

農
者
、
按
『
史
記
』「
周
本
紀
」、「
太
王
曰
、
我
世
當
有
興
者
、
其
在
昌
乎
」。
則

文
王
在
太
王
之
時
、
年
已
長
大
、
是
諸
侯
世
子
之
子
耳
。
太
王
初
遷
於
岐
、
民
稀

國
小
、
地
又
隘
險
而
多
樹
木
。
或
當
（
校
４
）
親
自
伐
木
、
所
以
勸
率
下
民
、
不

可
以
禮
論
也
（
校
５
）。

校
正（

１
）

親

元
刊
本
、「
視
」
に
作
る
。
誤
刻
。

（
２
）

文
王

足
利
本
、「
文
工
」
に
作
る
。
誤
刻
。

（
３
）

注

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・
毛
本
・
全
書
本
・
殿
本
・

本
、「
注
」

に
作
り
、

本
・
監
本
、「
註
」
に
作
る
。
以
下
、
こ
の
相
異
を
校
記
し

な
い
。

（
４
）

或
當

元
刊
本
、「
或
常
」
に
作
る
。

（
５
）

不
可
以
禮
論
也

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
・

本
・
殿
本
・

全
書
本
、「
不
可
以
禮
論
也
」
に
作
り
、
毛
本
、「
不
可
以
理
諭
也
」
に

作
る
。
監
本
、「
不
可
以
理
論
（
諭

）
也
」、「
論
」
か
「
諭
」
か
見
分

け
が
た
い
。

鄭
箋
が
文
王
自
ら
友
人
と
木
を
伐
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、『
爾

雅
』
に
「
丁
丁

は
相
切
直
す
る
な
り
」
と
あ
っ
た
か
ら
で
、
此
よ
り
以
下
鳥

が
鳴
い
て
友
を
求
め
る
こ
と
を
陳
べ
て
い
て
も
、
互
い
に
励
ま
し
正
し
直
す
と

い
っ
た
意
味
の
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
、
だ
と
す
れ
ば
木
を
伐
る
時
に
相
切
直
す

る
（
互
い
に
励
ま
し
合
い
正
し
直
す
）
こ
と
に
な
る
。
後
の
二
章
「

酒
」
の
文

が
「
伐
木
」
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
酒
は
木
を
伐
っ
た
為
に
設
け

ら
れ
（
した
ま
れ
、
作
ら
れ
）
た
わ
け
で
、
と
す
れ
ば
木
を
伐
る
人
は
朋
友
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
朋
友
が
親
し
く
自
ら
木
を
伐
る
の
だ
か
ら
、
文
王
が
こ
の
者
と
共

に
作
業
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
文
王
自
身
農
業
に
従
事
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。『
禮
記
』
に
「
士
の
子
は
禄
を
食
む
に
農
す
る
こ

と
を
免
れ
ず
」
と
注
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
注
１
）、
大
夫
以
上
の
子
弟
は

農
作
業
か
ら
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
文
王
は
諸
侯
の
世せい
子し
（
世
継
ぎ
）
で

あ
り
な
が
ら
、農
業
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
の
は〔
礼
に
背
く
こ
と
に
な
る
が
〕、

『
史
記
』「
周
本
紀
」
を
見
る
と
、
太
王
（
古
公

父
）
が
「
我
が
世

当
に
興
す

者
有
る
べ
く
ん
ば
、
其
れ
昌
に
在
ら
ん
か
」
と
あ
る
。
則
ち
文
王
は
太
王
在
世
の

時
に
、
年

も
大
き
く
な
っ
て
い
て
、
諸
侯
の
世
子〔
古
公

父
の
子
、
季
歴
〕の
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世
子
で
あ
っ
た
。
太
王
が
岐
に
移
り
住
ん
だ
当
初
は
、
民
は
少
な
く
国
も
小
さ
く
、

そ
の
土
地
も
狭
く
樹
木
が
多
か
っ
た
。
或
い
は
〔
後
の
文
王
も
〕
親
し
く
自
ら
木

を
伐
り
、
率
先
し
て
下
民
（
庶
人
）
を
率
い
〔
土
地
を
切
り
開
い
〕
た
か
も
知
れ

な
い
。
こ
の
こ
と
は
〔
後
世
の
〕
礼
法
で
も
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

注（
１
）

士
の
子
は
…

原
文
「
士
之
子
、
食
禄
不
免
農
」
で
あ
る
が
、『
禮
記
』

注
に
こ
の
ま
ま
の
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
。『
禮
記
』「
内
則
」
篇
「
由

命
士
以
上
、
父
子
皆
異
宮
、
昧
爽
而
朝
、
慈
以
旨
甘
、
日
出
而
退
、
各

從
其
事
、
日
入
而
夕
、
慈
以
旨
甘
」
の
鄭
玄
注
に
「
日
出
乃
從
事
、
食

禄
不
免
農
也
」
と
あ
る
が
、「
命
士
以
上
」
の
子
が
「
食
禄
、
農
を
免
れ

ず
」
で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
は
合
致
し
な
い
。「
士
の
子
」
が
「
食
禄
、

農
を
免
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
、『
禮
記
』「
少
儀
」
に
「
問
士
之
子
長

幼
、
長
則
曰
能
耕
矣
。
幼
則
曰
能
負
薪
、
未
能
負
薪
」
の
鄭
玄
注
「
士

禄
薄
、
子
以
農
事
爲
業
」
と
あ
る
こ
と
、
及
び
『
禮
記
』「
礼
運
」
に
「
諸

侯
有
國
以
處
其
子
孫
、
大
夫
有
采
以
處
其
子
孫
、
是
謂
制
度
」
と
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
導
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
（『
周
禮
』「
地
官
司
徒
」
の

載
師「
以

里
任
國
中
之
地
、
…
以
宅
田
士
田

田
任
近
郊
之
地
、
…
」

の
注
疏
の
議
論
参
照
）。

言

兩
鳥
者
、
以
相
切
直
、
若
一
鳥
、
不
得
有
相
切
。
故
郭

曰
、

兩

鳥
鳴
、
以
喩
朋
友
切
磋
相
正
。
是
以
義
勢
便
爲
兩
鳥
、
其
實
一
鳥
之
鳴
、
亦

也
。
故
知

其
鳴
矣
、
是
一
鳥
也
。
又
解
鳥
鳴
與
伐
木
文
連
之
意
、
以
文
王
相
切

直
之
時
、
此
兩
鳥
共
鳴
、
亦
似
朋
友
之
相
切
磋
、
及
其
遷
處
高
木
、

鳴
相
求
、
又

似
朋
友
之
相
求
、
故
下

之
以
爲
喩
、
此
鳴
之
志
、
似
於
有
朋
友
之
道
、
故
連
言

之
。
葛

因
黄
鳥
爲
興
、
亦
此
類
也
。

は
二
羽
の
鳥
〔
が
鳴
き
交
わ
す
こ
と
〕
と
言
っ
て
い
る
の
は
、「
相
切
直
」

す
る
の
に
、
も
し
鳥
が
一
羽
な
ら
ば
、
相
切
す
る
〔
互
い
に
正
し
合
う
〕
こ
と
な

ど
有
り
得
よ
う
が
な
い
。
そ
こ
で
郭

は
「

は
兩
鳥
鳴
く
」
と
い
っ
て
、
朋

友
が
切
磋
琢
磨
し
、
互
い
に
正
し
合
う
こ
と
を
喩
え
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

う
し
て
み
る
と
義
勢
〔
意
味
の
流
れ
〕
か
ら
す
れ
ば
、「

」
と
い
う
の
は
二
羽

の
鳥
が
〔
鳴
い
て
い
る
〕
こ
と
と
な
る
が
、
し
か
し
、
一
羽
の
鳥
が
鳴
く
の
も
ま

た
「

」
と
表
現
す
る
。
だ
か
ら
、「

と
し
て
其
れ
鳴
く
」
と
い
う
の
は
一
羽

の
鳥
〔
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
〕
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
鳥
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
と
木
を
伐
っ
て
い
る
こ
と
の
文
が
連
な
っ
て
い
る

意
味
を
解
釈
し
て
、
文
王
が
〔
友
人
を
〕
励
ま
し
正
し
て
い
る
時
、
こ
れ
ら
二
羽

の
鳥
が
共
に
鳴
い
て
い
て
、
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
朋
友
同
士
互
い
に
切
磋
し
合
っ
て

い
る
の
に
似
て
お
り
、
一
羽
の
鳥
が
高
い
木
の
上
に
飛
び
移
り
、

と
鳴
い
て

先
の
一
羽
の
鳥
を
求
め
て
い
る
の
が
、
こ
れ
も
朋
友
が
互
い
に
求
め
合
っ
て
い
る

の
に
似
て
い
る
の
で
、
故
に
以
下
之
に
観なぞらえ
て
喩
え
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
鳥
が
鳴
い
て
い
る
そ
の
志
が
朋
友
の
道
を
保
っ
て
い
る
の
に
似
て
い
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
文
を
連
ね
て
陳
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
周
南
「
葛

」
の
詩
で
黄
鳥
〔
が

灌
木
に
飛
び
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
、
娘
が
君
子
に
嫁
ぐ
道
を
保
ち
つ
づ
け
て
い

る
こ
と
を
言
い
興
し
、
黄
鳥
が

と
鳴
い
て
い
る
こ
と
で
娘
の
才
能
美
貌
が
豊

か
な
の
が
遠
方
に
ま
で
聞
こ
え
て
い
る
こ
と
を
〕
言
い
興
す
の
も
ま
た
こ
の
類
で

あ
る
。

伐
木
許
許

木
を
伐
る
こ
と
許こ
許こ
た
り

木
を
許こ
許こ
と
伐
っ
て
い
る
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酒
有

酒

じょ
た
る
有
り

醸
し
た
酒
が
美
し
く
酒
器
に
湛
え
ら
れ
て

い
る

毛
傳：
許
許
、

貌
。
以
筐
曰

、
以
藪
曰

。

美
貌
。

箋
云
、
此
言
許
者
（
校
１
）
伐
木
許
許
之
人
、
今
則
有
酒
而

之
、
本
其
故
也
。

校
正１

）

許
者

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
、「
許
者
」
に

作
る
。
殿
本
・
全
書
本
、「
前
者
」
に
作
る
。『
注
疏
正
字
』
言
及
な
し
。

元
「

勘
記
」
に
「
案
前
字
是
也
。
正
義
云
、
鄭
以
嚮
時
與
文
王
伐

木
許
許
之
人
、
以
嚮
時
解
前
者
也（
思
う
に
前
の
字
に
作
る
の
が
よ
い
。

正
義
に
鄭
玄
は
、
嚮
時
文
王
と
〔
と
も
に
〕
伐
木
許
許
た
る
の
人
〔
許

許
と
木
を
伐
っ
て
い
た
人
〕
と
解
釋
し
て
い
る
と
し
、
嚮
時
を
前
者
の

意
味
に
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）」と
あ
る
。
し
か
し
、
此
言
〜
と
あ

る
の
は
、
直
前
の
経
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
、
こ
の
と
こ
ろ
に

「
前
」
と
い
う
こ
と
文
字
は
な
い
。
た
だ
、「
許
」
に
作
る
の
も
落
ち
着

き
が
悪
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

毛
伝：

許
許
は

の
貌
。
筐
で
酒
を
こ
す
の
を

と
い
い
、
藪
で
こ
す
の
を

と
い
う
。

は
美
し
い
さ
ま
（
注
１
）。

鄭
箋：

こ
こ
で
許
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
木
を
許
許
と
伐
っ
て
い
た
人
、
今
こ

こ
に
漉
し
た
酒
を
用
意
し
て
、
以
前
、
木
を
共
に
伐
っ
て
い
た
彼
の
人
を
酒
宴
に

招
く
。
そ
れ
は
昔
日
励
ま
し
合
っ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

注

１
）

美
貌

『
經
典
釋
文
』
に
「
有

、
音
叙
又
羊
汝
反
、
美
也
」
と
あ
る
。

見
た
目
に
美
し
い
の
み
な
ら
ず
、
酒
の
美
味
な
る
こ
と
を
も
含
む
の
で

あ
ろ
う
。

既
有
肥

既
に
肥ひ
ちよ
有
り

肥
え
た
子
羊
の
肉
も
準
備
し
て

以
速
諸
父

以
て
諸
父
を
速まね
く

同
姓
の
諸
侯
達
を
招
く

毛
傳：

、
未
成
羊
也
。
天
子
謂
同
姓
諸
侯
、
諸
侯
謂
同
姓
大
夫
。
皆
曰
父
。
異

姓
則

舅
。
國
君
友
其
賢
臣
、
大
夫
士
友
其
宗
族
之
仁
者
。

箋
云
、
速
召
也
。
有
酒
有

、
今
以
召
族
人
飲
酒
。

毛
伝：

と
は
子
羊
の
こ
と
。
天
子
に
お
い
て
は
同
姓
の
諸
侯
を
、
諸
侯
に
お

い
て
は
同
姓
の
大
夫
を
と
も
に
父
と
い
う
。
異
姓
で
あ
れ
ば
舅
と
い
う
。
国
の
君

主
は
賢
臣
を
友
と
し
て
、
大
夫
士
は
宗
族
の
仁
者
を
友
と
す
る
。

鄭
箋：

速
と
は
召
く
こ
と
。
酒
を
準
備
し
、
子
羊
を
準
備
し
、
今
こ
こ
に
族
人

を
招
い
て
酒
を
飲
ま
せ
る
。

寧
適
不
來

寧も
し
適
々
来
た
ら
ざ
る
も

も
し
彼
等
が
た
ま
た
ま
来
ら
れ
な
く

と
も

微
我
弗
顧

我

顧
み
ず
と
す
る
微な
か
れ

私
が
彼
等
の
こ
と
を
無
視
し
て
い

る
と
言
わ
せ
て
は
な
ら
な
い

毛
傳：

微
無
也
。

箋
云
、
寧
召
之
適
自
不
來
、
無
使
言
我
不
顧
念
也
。

毛
伝：
微
は
無
（
否
定
・
禁
止
の
副
詞
）
で
あ
る
。

鄭
箋：

も
し
彼
等
を
召
い
た
の
に
、
彼
等
が
適
々
や
っ
て
こ
な
く
と
も
、〔
彼
等
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に
王
の
私
が
〕
自
分
の
こ
と
を
気
に
掛
け
て
く
れ
て
い
な
い
と
言
わ
せ
て
は
な
ら

な
い
。

於

洒

於ああ

と
し
て
洒さい
そう
し

あ
あ

綺
麗
に
水
を
ま
き
掃
除
し
て

陳

八

を
陳
ぬ
る

八

黍
稷
を
盛
っ
た
八
つ
の

を
列
べ

毛
傳：

鮮
明
貌
。
圓
曰

、
天
子
八

。

箋
云：

然
已

矣
（
注
１
）。
陳
其
黍
稷
矣
。
謂
爲
食
禮
。

毛
伝：

と
は
あ
ざ
や
か
な
こ
と
。
丸
い
籠
を

と
い
い
、
天
子
は
八
つ
の

を
用
い
る
。

鄭
箋：

も
う
既
に
、
水
を
ま
き
、
塵
一
つ
無
く
掃
き
清
め
た
。
そ
し
て
黍
稷
を

列
べ
て
お
く
。
食
礼
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

注

１
）

」〔

に
同
じ
。「

席
前
曰

」『
禮
記
』「
少
儀
」〕

既
有
肥
牡

既
に
肥
牡
有
り

肥
え
た
子
羊
の
肉
を
用
意
し
て

以
速
諸
舅

以
て
諸
舅
を
速
く

お
じ
上
た
ち
を
招
く

寧
適
不
來

寧も
し
適
々
来
た
ら
ざ
る
も

も
し
彼
等
が
た
ま
た
ま
来
ら
れ
な
く

と
も

微
我
有
咎

我
を
咎
む
る
こ
と
有
る
微な
か
れ

私
を
咎
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
（
注
１
）

毛
傳：

咎
過
也
。

毛
伝：

咎
と
は
過
失
。

注

１
）

竹
添
『
毛
詩
會
箋
』
に
「

寧
適
不
來
、
微
我
有
咎

、

詩

無
我
有

尤

、
文
義
皆
同
。
聖
人
之
言
、
不
遠
俗
情
如
此
、
詩

寧
適
不
來

、
豈

有
王
召
而
不
來
之
理
、

有
酒

我
、
無
酒

我

、
豈
王
燕
而
無
酒
之

理
。
以
雅
楽
而
用
民
俗
間
直
語
、
所
以
曲
盡
人
情
。
天
家

飽
之
誼
、
猶

是
布
衣

之

、
文
之
至
、
質
之
至
也
。」
と
い
う
。

○
伐
木
至
有
咎

○
毛
以
爲
伐
木
其

（
校
１
）
許
許
然
、
故
鳥
驚
而
飛
去
、
以
喩
朋
友
之
相
勸
（
校

２
）、
故
德
進
而
業
修
也
。
此
所
與
切
磋
之
故
舊
、
今
以
筐

其
酒
、
有

然
而
美
、

與
之
燕
飲
焉
。
王
非
直
燕
其
故
舊
、
又
既
有
肥

之
羊
、
以
召
朋
友
諸
父
而
燕
之
。

倶
有
羊
酒
、
各

其
一
也
。
王
意
又
殷
勤
（
校
３
）
諸
父
兄
弟
、
必
盡
召
之
、
王

言
曰
、
寧
召
之
適
自
不
（
校
４
）
來
則
巳
、
無
得
不
召
之
、
使
言
我
不
顧
念
之
而

怨
也
。
於
是

然
洒
掃
其
室
庭
、
陳
飲
食
之

、
黍
稷
之
等（
校
５
）、
有
八

也
。
既
有
肥

（
校
６
）之
牡
、
以
召
諸
舅
而
食
之
、
寧
召
之
適
自
不
來
則
止
、
無

使

怨
、
令
（
校
７
）
我
有
咎
過
焉
。
言
王
厚
其
朋
友
故
舊
、
爲
設
燕
食
兼
有
焉
。

校
正（

１
）

其

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
、「
其
柿
」
に
作
り
、

本
・

監
本
、「
其

」
に
作
り
、
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
其

」
に
作
る
。

注
、
参
照
。

（
２
）

相
勸

足
利
本
・

疏
本
・

本
、「
相
勵
」
に
作
り
、
元
刊
本
・

本
・

監
本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
相
勸
」
に
作
る
。

（
３
）

殷
勤

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・
殿
本
・
全
書
本
・

本
、「
殷
勤
」
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に
作
り
、

本
・
監
本
、「
殷
懃
」
に
作
り
、
毛
本
、「
慇
懃
」
に
作
る
。

（
４
）

不

元
刊
本
、「

」
に
作
る
。
誤
刻
。

（
５
）

等

元
刊
本
、「
業
」
に
作
る
。
誤
刻
。

（
６
）

肥

足
利
本
・

疏
本
・

本
、「
肥

」
に
作
り
、
元
刊
本
・

本
・

監
本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
肥

」
に
作
る
。

（
７
）

令

足
利
本
、「
以
」
に
作
る
。

○

伐
木
」
よ
り
「
有
咎
」
に
至
る
ま
で

○
毛
伝
の
解
釈：

木
を
伐
っ
て
そ
の
皮
を
許
許
と
削
っ
て
い
る
と（
注
１
）、
鳥
は

驚
い
て
飛
び
去
っ
て
い
く
。
朋
友
同
士
が
励
ま
し
合
う
た
め
に
、
お
互
い
に
そ
の

德
が
進
み
、
そ
の
学
業
が
身
に
つ
い
て
い
く
こ
と
を
喩
え
て
い
る
。
こ
の
嘗
て
共

に
切
磋
琢
磨
し
た
故
旧
（
古
き
友
人
）〔
が
お
り
〕、
今
、
筐
で
漉
さ
れ
た
美
酒
が

〔
良
い
香
り
を
放
っ
て
い
る
〕。〔
そ
こ
で
こ
の
故
旧
を
宴
に
招
い
て
〕共
に
飲
み
交

わ
す
の
だ
。王
は
た
だ
そ
の
古
き
友
人
を
宴
に
招
い
て
酒
を
出
す
だ
け
で
は
な
く
、

肥
え
た
子
羊
の
肉
も
用
意
し
て
朋
友
・
諸
父
を
招
い
て
彼
等
を
も
て
な
す
の
で
あ

る
。
そ
の
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
羊
の
肉
・
お
酒
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

〔
詩
の
表
現
で
は
〕そ
れ
ぞ
れ
一
方
を
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
王
は
父
兄
弟
に

対
し
て
手
厚
く
懇
ろ
に
応
対
す
る
た
め
に
、
招
く
に
は
、
必
ず
す
べ
て
の
人
達
を

招
く
よ
う
に
と
考
え
、「
寧も
し
招
い
た
の
に
適
々
相
手
の
方
か
ら
来
ら
れ
な
い
と
い

う
の
な
ら
、
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
、
招
か
な
い
で
お
い
て
、
王
の
私
が

自
分
達
を
気
に
懸
け
て
く
れ
て
い
な
い
と
怨
み
を
懐
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
そ
こ
で
室
内
庭
前
を
綺
麗
に
掃
き
清
め
、
飲
み
食
い

す
る
料
理
黍
稷
な
ど
八
つ
の

に
盛
っ
て
列
べ
て
あ
る
。
も
う
肥
え
た
牡
牛
の
肉

を
列
べ
て
諸
舅
を
招
い
て
食
べ
て
い
た
だ
い
て
い
る
、「
彼
等
を
招
い
て
彼
等
の
方

か
ら
来
れ
な
い
と
い
う
の
な
ら
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
が
、（
招
き
漏
ら
し
て
）怨
み

を
懐
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私
に
咎
・
過
失
の
な
い
よ
う

に
し
て
ほ
し
い
。」

王
が
朋
友
故
旧
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
で
、
宴
席
を
設
け
て
食
事
・
酒
併
せ
て

ご
馳
走
す
る
こ
と
を
陳
べ
て
い
る
。

注

１
）

原
文
「
伐
木
其

許
許
然
」

（
柿
）
の
意
味
が
判
然
と
し
な
い
。
毛

傳
「
許
許
、

貌
」
と
あ
る
。『
説
文
解
字
』
に
「
柿
削
木
朴
也
」
と
あ

り
、
段
玉
裁
注
に「
各
本
作

削
木
札
樸
也

。
今
依
玄
應
書
巻
十
九
正
。

朴
者
木
皮
也
。
…
」（『
説
文
解
字
注
』六
篇
上

木
部
）。
木
の
皮
を
削

る
状
態
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
朱
子
『
詩
集
傳
』
に
は
「
許
許
衆
人

共
力
之
聲
。
淮
南
子
曰

大
木
者
呼
邪
許
。
蓋

重
勸
力
之
歌
也
。」と

あ
る
。
樵
人
が
力
を
合
わ
せ
る
時
の
か
け
声
。『
康
煕
字
典
』「
許
」
に

詩
小
雅
「
伐
木
許
許
」
を
引
い
て
、「
傳
許
許

貌
。
朱
傳
衆
人
共
力

之
聲
。
淮
南
子
道
應
訓
今
夫

大
木
者
前
呼
邪
許
、
後
亦
應
之
、
此

重
勸
力
之
歌
也
。」
と
あ
る
。

○
鄭
以
嚮
時
與
文
王
伐
木
許
許
之
人
、
文
王
有
酒
而
飲
之
、
本
其
昔
日
之
事
也
。
餘

同
。

○
鄭
玄
は
、〔
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
〕。
昔
時
（
注
１
）
文
王
と
共
に
許
許
と

木
を
伐
っ
て
い
た
者
を
文
王
は
酒
を
用
意
し
て
こ
れ
に
飲
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
は

昔
日
の
事
（
注
２
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
〔
以
上
〕。
他
は
〔
毛
傳
と
〕
同
じ
。
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注

１
）

嚮
時

時
、
本
又
作

、
同
。
許
亮
反
。」（『
經
典
釋
文
』）

２
）

昔
日
の
事

第
一
章
の
鄭
箋
に
「
昔
日
未
居
位
、
在
農
之
時
、
與
友
生

於
山
巌
伐
木
、
爲
勤
苦
之
事
、
猶
以
道
德
相
切
正
也
」
と
言
う
こ
と
を

さ
す
。

○
傳
許
許
至
曰

○
正
義
曰
、
以
許
許
非
聲
之
状
、
故
爲
柿
貌
。
上
言
丁
丁
之
聲
、
下
言
於
阪
之
處
、

互
以
相
通
、
明
在
阪
伐
之
爲
聲
而
有
柿
也
。「
以
筐
曰

、
以
藪
曰

」
者
、
筐
、

竹
器
也
。
藪
、
草
也
。

酒
者
、
或
用
筐
、
或
用
草
、
於
今
猶
然
。
毛
氏
蓋
相
傳

爲
説
、
因

言

、
逆
解
下
文
。
用
草
者
、
用
茅
也
。
傳
僖
四
年
左
傳
曰
、「
爾
貢

苞
茅
不
入
、
王
祭
不
供
、
無
以
縮
酒
」、
是
也
。

○
毛
伝
の
「
許
許
」
か
ら
「
曰

」
に
至
る
ま
で

○
正
義：

許
許
は
音
の
状
態
で
は
な
い
の
で
、「
柿
の
貌
」と
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
注
1
）。
前
で
は
「
丁
丁
」
の
音
を
言
い
、
後
で
は
阪
の
処
に
於
い
て
の
こ
と
を

言
っ
て
、
互
い
に
相
通
じ
て
い
る
の
で
、
阪
に
お
い
て
木
を
伐
る
音
が
柿
の
状
態

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
以
筐
曰

、
以
藪
曰

」と
あ
る
が
、

筐
と
は
竹
製
の
器
で
あ
り
、
藪
と
は
草
。「

酒
（
酒
を
漉
す
）」
に
は
筐
を
用
い

た
り
、
草
を
用
い
た
り
す
る
の
は
、
現
在
に
於
い
て
も
な
お
同
じ
で
あ
る
。
毛
氏

は
恐
ら
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。〔
筐
を
用
い
て
漉

す
の
を
〕

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、〔
藪
を
用
い
て
漉
す
の
を
〕

と
い
っ
て
い

る
の
は
、〔
上
の
語
の
解
を
逆むえ
え
承
け
て
〕下
の
語
を
解
釈
し
た
も
の
で
、
草
を
用

い
る
と
い
っ
て
い
る
そ
の
草
に
は
茅
を
用
い
る
の
で
あ
る
。『
左
傳
』僖
公
四
年
の

傳
に
「
爾
貢
苞
茅
不
入
、
王
祭
不
供
、
無
以
縮
酒
（
爾なんじの
貢
ぐ
苞
茅
入
ら
ざ
れ
ば
、

王
の
祭
り
供
せ
ず
、
以
て
酒
を
縮した
む
無
し
）」と
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る（
注

２
）。

注

１
）

柿
貌

前
段
注
（
１
）
参
照
。「
柿
の
貌
」、
具
体
的
に
ど
う
い
う
状
態

を
形
容
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。

２
）

僖
公
四
年
『
左
傳
』
僖
公
四
年
（
前
六
五
六
年
）
齊
の
桓
公
が
楚
に
攻

め
入
っ
た
と
き
、
楚
の
成
王
が
齊
に
向
か
っ
て
、
な
ぜ
楚
の
国
に
軍
を

進
め
た
か
問
責
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
齊
の
桓
仲
が
答
え
た
言
葉
の

一
節
。「
爾なんじ
（
楚
）
が
わ
が
国
に
貢
い
で
く
れ
て
い
る
苞
茅
が
納
入
さ

れ
な
い
と
、
我
が
王
室
の
祭
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
酒
を
漉
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
い
っ
た
意
味
。
楊
伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』
に

よ
れ
ば
、
縮
酒
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
束
ね
た
茅
で
酒
を

漉
し
滓
を
取
り
去
る
こ
と
、
一
つ
は
神
を
祭
る
時
に
、
束
ね
た
茅
を
立

て
て
、
上
か
ら
酒
を
そそ
ぎ
、
そ
の
糟
糠
は
茅
の
中
に
留
ま
り
、
酒
が
次

第
に
下
か
ら
流
れ
落
ち
、像
神
が
こ
れ
を
飲
む
と
い
っ
た
神
事
の
こ
と
。

な
お
、
同
書
所
引
李
淳
『
群
經
識
小
』
参
照
。

○
傳

未
至
仁
者

○
正
義
曰
、「
釋
畜
」
云
、「
未
成
羊
曰

」。
郭

曰
、「
今
俗
呼
五
月

爲

」、

是
也
。
傳
以
經

諸
父
舅
、
序
云
、「
燕
朋
友
故
舊
」、
則
此
父
舅
是
文
王
之
朋
友

也
。
禮
、「
天
子
謂
同
姓
諸
侯
、
諸
侯
謂
同
姓
大
夫
、
皆
曰
父
、
異
姓
則

舅
。」故

曰
諸
父
諸
舅
也
。『
禮
記
』註
云
、「

之
以
父
與
舅
、
親
親
之
辭
也
。」「

禮
」説
、
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「
天
子
呼
諸
侯
之
義
曰
同
姓
大
國
、
則
曰
伯
父
、
其
異
姓
、
則
曰
伯
舅
。
同
姓
小
國
、

則
曰
叔
父
、
異
姓
則
曰
叔
舅
」、
是
天
子

諸
侯
也
。『
左
傳
』、
隠
公
謂

僖
伯
曰
、

「
叔
父
有
憾
於
寡
人
」、
鄭
厲
公
謂
原
繁
曰
、「
願
與
伯
父
圖
之
」。『
禮
記
』衛
孔

之
鼎
銘
云
、「
公
曰
叔
舅
」、
是
諸
侯

大
夫
父
舅
之
文
也
。
諸
侯
則
國
有
大
小
之

殊
、
大
夫
唯
以
長
幼
爲
異
、
故
服
虔
「
左
傳
註
」
云
、「
諸
侯

同
姓
大
夫
長
曰
伯

父
、
少
曰
叔
父
」、
是
也
。
然
則
諸
侯
謂
異
姓
大
夫
、
長
者
亦
當
爲
伯
舅
、
但
經
傳

無
其
事
耳
。『
公
羊
傳
』
曰
、「
王
者
之
後

公
、
大
國

侯
、
皆
千
乘
。
小
國

伯
子
男
。」（
校
１
）『
左
傳
』
曰
、「
在
禮
、
卿
不
會
公
侯
、
會
伯
子
男
可
也
。」
分

五
等
爲
二
節
、
皆
以
公
侯
爲
上
等
、
伯
子
男
爲
下
等
。
明
大
邦
謂
公
侯
、
小
邦
謂

伯
子
男
、
其

牧
伯
則
異
。「
曲
禮
」
曰
、「
五
官
之
長
曰
伯
、
是
職
方
」、「
天
子

同
姓
謂
之
伯
父
、
異
姓
謂
之
伯
舅
」、
東
西
二
伯
（
校
２
）。
又
曰
、「
九
州
之
長
、

入
天
子
之
國
曰
牧
。
天
子
同
姓
謂
之
叔
父
、
異
姓
謂
之
叔
舅
」。『
禮
記
』（
校
３
）

註
云
、「
牧
尊
於
大
國
之
君
而
謂
之
叔
父
、
避
二
伯
也
。
亦
以
此
爲
尊
。
禮
或
損
之

而
益
、
謂
此
類
也
」。
言
由
避
二
伯
故

叔
、
因
以
別
異
大
邦
之
君
、
亦
以
損
其

而
更
益
其
尊
、
故
云
損
之
而
益
也
。

校
正１

）

皆
千
乘

現
行
本
『
公
羊
傳
』
に
は
「
皆
千
乘
」
の
文
字
は
な
い
。『
注

疏
正
字
』
に
「
下
皆
千
乘
三
字
非
公
羊
傳
文
」
と
あ
る
。

２
）

異
姓
謂
之
伯
舅
東
西
二
伯

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
（
こ
の
部
分

後
世
の
補
修
）・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
・
全
書
本
・
殿
本
、
全
て

「
異
姓
謂
之
伯
舅
東
西
二
伯
」
に
作
る
。『
注
疏
正
字
』
に
「
下
東
西
二

伯
四
字
非
記
文
。
疑
衍
。」
と
い
う
。
一
方
、

元
「

勘
記
」
に
は
「
案

此
不
誤
（
思
う
に
〔
東
西
二
伯
に
作
っ
て
い
る
の
は
〕
間
違
っ
て
い
な

い
）」
と
し
た
上
で
、「
正
義
説
以
上
記
文
是
東
西
二
伯
、
以
下
記
文
乃

州
牧
之
伯
、
所
以
暁
人
也
。
但
伯
下
當
脱
是
也
二
字
。
此
脱
而
下
文
乃

衍
禮
記
二
字
矣
。（
正
義
は
上
の
禮
記
曲
禮
の
文
は
東
西
の
二
伯
の
こ
と

で
あ
り
、
以
下
の
禮
記
の
文
は
州
牧
の
伯
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
読
む
人
に
は
っ
き
り
と
分
か
っ
て
も
ら

う
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
伯
の
下
に
「
是
也
」
の
二
字
が
脱

落
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
脱
落
し
た
の
で
、
後
の
文
で
「
禮

記
」の
二
字
が
衍
字
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）。」と
い
っ
て
い
る
。「
東

西
二
伯
」
の
四
字
は
衍
文
と
し
て
し
ま
う
の
も
簡
単
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
こ
の
四
字
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。文
脈
上
、

元
の
読
み
方
の
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

３
）

禮
記

『
注
疏
正
字
』
に
「
禮
記
二
字
當
衍
文
」
と
あ
る
。
足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
（
こ
の
部
分
後
世
の
補
修
）・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
・
殿
本
・
全
書
本
、
す
べ
て
「
禮
記
」
に
作
る
。

○
毛
伝
の
「

未
」
か
ら
「
仁
者
」
に
至
る
ま
で

○
正
義：

『
爾
雅
』「
釋
畜
」
に
「
ま
だ
成
羊
に
な
っ
て
い
な
い
羊
を

と
い
う
」
と

あ
る
。
郭

は
「
今
、
俗
に
五
月

を

と
呼
ん
で
い
る
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
で

あ
る
。

毛
伝
の
解
釈：

経
文
に
「
諸
父
舅
」
と
あ
り
、
序
文
に
「
燕
朋
友
故
舊
（
朋
友

故
旧
を
燕
す
）」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
「
父
舅
」
と
い
う
の
は
文
王
の
朋
友
で
あ
る
。

ま
た
礼
で
は「
天
子
は
同
姓
の
諸
侯
を
、
諸
侯
は
同
姓
の
大
夫
を
み
な
父
と
呼
び
、

異
姓
な
ら
ば
舅
と
呼
ぶ
。」
の
で
、〔
経
文
に
も
〕「
諸
父
諸
舅
」
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
（
以
上
毛
伝
の
解
釈
）。
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『
禮
記
』
の
註
に
「

之
以
父
與
舅
、
親
親
之
辭
也
（
之
を

す
る
に
父
と
舅
を

以
て
す
る
は
親
を
親
し
む
の
辞
な
り
）。」（
注
１
）
と
あ
り
、『
儀
禮
』「

禮
」
に

天
子
が
諸
侯
を
呼
ぶ
の
義
に
「
同
姓
の
大
国
〔
の
諸
侯
〕
に
対
し
て
は
伯
父
と
い

い
、
異
姓
の
大
国
〔
の
諸
侯
〕
で
あ
れ
ば
伯
舅
と
い
う
。
同
姓
の
小
国
〔
の
諸
侯
〕

な
ら
ば
叔
父
と
呼
び
、
異
姓
の
小
国
〔
の
諸
侯
〕
な
ら
ば
叔
舅
と
呼
ぶ
」（
注
２
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
天
子
が
諸
侯
を
呼
ぶ
呼
び
方
で
あ
る
。

『
左
傳
』
に
魯
の
隠
公
が

僖
伯
の
こ
と
を
、「
叔
父
有
憾
於
寡
人
（
叔
父

寡

人
に
憾
有
り
）」
と
「
叔
父
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
あ
る
（
注
３
）。
ま
た
鄭
の
厲

公
は
大
夫
の
原
繁
に
向
か
っ
て
、「
願
わ
く
は
伯
父
と
之
を
圖
ら
ん
」
と
〔
大
夫
の

原
繁
を
伯
父
と
呼
ん
で
い
る
。〕（
注
４
）。『
禮
記
』
衛
孔

の
鼎
の
銘
に
「
公
曰

叔
舅
」
と
あ
る
が
（
注
５
）、
こ
れ
は
諸
侯
が
大
夫
を
父
・
舅
と
呼
ん
だ
例
で
あ
る
。

諸
侯
に
於
い
て
は
そ
の
国
が
大
き
い
か
小
さ
い
か
で
呼
び
方
が
違
っ
て
お
り
、

大
夫
は
た
だ
年
長
か
年
少
か
の
違
い（
で
呼
び
方
が
変
わ
る
に
過
ぎ
な
い
）。
と
い

う
の
は
、
服
虔
の
「
左
傳
註
」
に
「
諸
侯
は
同
姓
の
大
夫
の
（
自
分
よ
り
）
年
上

の
者
を
伯
父
と
呼
び
、
年
下
の
者
を
叔
父
と
呼
ぶ
」と
あ
る
か
ら
で
あ
る（
注
６
）。

だ
と
す
る
と
、
諸
侯
が
異
姓
の
大
夫
で
自
分
よ
り
年
上
の
者
を
呼
ぶ
場
合
も
伯
舅

と
よ
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
經
傳
（
經
典
や
古
籍
・
注
釈
）
に
は
そ
の
こ
と
に

触
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。

『
春
秋
公
羊
傳
』（

公
五
年
）
に
「
王
の
子
孫
を
公
と
い
い
、〔
そ
の
他
の
〕
大

国
の
（
君
主
を
）
侯
と
い
う
、
皆
兵
車
千
台
を
だ
せ
る
国
。
小
国
は
伯
・
子
・
男

と
い
う
」
と
あ
る
（
注
７
）。『
左
傳
』（
僖
公
二
十
九
年
）
に
「
周
朝
の
礼
制
で
は

卿
は
公
爵
・
侯
爵
に
は
会
う
こ
と
が
で
き
ず
、
伯
爵
・
子
爵
・
男
爵
に
だ
け
は
会

う
こ
と
が
出
来
る
」と
あ
る
。
公
侯
伯
子
男
の
五
等
爵
を
二
つ
に
分
け
、〔
公
羊
傳
・

左
傳
の
〕
ど
ち
ら
も
公
・
侯
を
上
等
と
し
、
伯
・
子
・
男
を
下
等
と
し
て
い
る
。〔
こ

の
よ
う
な
例
か
ら
〕
大
邦
を
公
・
侯
と
い
い
、
小
邦
を
伯
・
子
・
男
と
い
う
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
呼
び
方
は
牧
・
伯
と
は
（
そ
の
基
準
が
）
異

な
っ
て
い
る
。

『
禮
記
』「
曲
禮
」
下
に
「
五
官
〔
天
子
の
五
官:

司
徒
・
司
馬
・
司
空
・
司
士
・

司

〕
の
長
を
伯
と
い
い
、
方
〔＝

東
西
〕
を
職
つかさどる
〔＝

分
ち
主
つかさどる
〕」「〔
彼
ら
が
〕

天
子
の
同
姓
で
あ
れ
ば
天
子
は
こ
れ
を
伯
父
と
呼
び
、
異
姓
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
伯

舅
と
呼
ぶ
。」（
こ
れ
ら
は
）
東
西
の
二
伯
で
あ
る
。
ま
た
「
九
州
の
州
毎
に
州
中

の
諸
侯
か
ら
天
子
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
賢
者
、
つ
ま
り
九
州
の
長
（
注
８
）
が
天

子
の
国
〔＝

畿
内
〕
に
参
上
し
た
場
合
、
こ
れ
を
〔
何
々
州
の
〕
牧
と
い
う
。
天

子
と
同
姓
で
あ
れ
ば
天
子
は
彼
ら
を
叔
父
と
呼
ぶ
。
異
姓
で
あ
れ
ば
叔
舅
と
呼

ぶ
。」
と
あ
る
。
こ
の
鄭
玄
註
に
「
牧
尊
於
大
國
之
君
而
謂
之
叔
父
、
避
二
伯
也
。

亦
以
此
爲
尊
。
禮
或
損
之
而
益
謂
此
類
也
（
牧
と
は
大
国
の
君
主
を
尊
ん
で
こ
れ

を
叔
父
と
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
二
伯
を
避
け
る
〔
二
伯
に
遠
慮
す
る
〕
意
味
も
あ

る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
尊
意
を
表
す
の
で
あ
る
。
礼
に
お
い
て

低
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
〔
逆
に
〕
高
め
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
類
の
こ
と
を
謂

う
）」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
州
の
牧
を
叔
父
・
叔
舅
と
呼
ん
だ
り
、
礼
に
云
う
、「
損
之
而
益

（
之
を
損
し
て
益
す
）」
だ
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
二
伯
に
〔
敬
意
を
表
し
て
、
州

の
牧
を
伯
父
・
伯
舅
と
は
呼
ば
ず
に
〕、
叔
〔
父
〕・
叔
〔
舅
〕
と
呼
ぶ
、
こ
れ
は

一
つ
に
は〔
牧
に
選
ば
れ
た
諸
侯
を
そ
れ
ぞ
れ
大
国
の
君
主
と
し
て
〕、
特
別
扱
い

に
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
一
つ
に
は
呼
び
方
を
低
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
っ
て

そ
の
尊
さ
を
益
す
た
め
で
あ
る
、
そ
れ
で
「
損
之
而
益
（
之
を
損
し
て
益
す
）」
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
＊
）。
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＊
言
由
避
二
伯
故

叔
、
因
以
別
異
大
邦
之
君
、
亦
以
損
其

而
更
益
其
尊
、
故
云
損
之
而
益

也
。（
言
は
二
伯
を
避
け
る
に
由
っ
て
、
故
に
叔
と
称
す
、
因
り
て
別
に
大
邦
の
君
を
異
に
す

る
を
以
て
、
亦
た
其
の
称
を
損
し
て
更
に
其
の
尊
を
益
す
を
以
て
、
故
に
之
を
損
し
て
益
す

と
云
う
）

注

１
）
『
禮
記
』「
曲
礼
」
下
に
「
五
官
之
長
曰
伯
、
是
職
方
。
…
天
子
同
姓
謂

之
伯
父
、
異
姓
謂
之
伯
舅
、
…
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
。

２
）

禮

『
儀
禮
』「

禮
」
に
「
同
姓
大
國
則
曰
伯
父
、
其
異
姓
則
曰
伯

舅
。
同
姓
小
邦
則
曰
叔
父
、
其
異
姓
小
邦
則
曰
叔
舅
」
と
あ
る
。

３
）
『
春
秋
左
傳
』
隠
公
五
年

冬
十
二
月
の
文
に
「

僖
伯
卒
。
公
曰
、
叔

父
有
憾
於
寡
人
。
寡
人
弗
敢
忘
。」と
あ
る
。
隠
公
五
年
春
、
隠
公
は
魯

国
内
の
棠
に
行
っ
て
、
漁
師
が
魚
を
取
る
様
子
を
見
物
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、

僖
伯
が
こ
れ
を
諫
め
て
、
行
か
ぬ
よ
う
に
薦
め
た
が
、
強

い
て
出
か
け
た
。

僖
伯
は
病
と
称
し
て
付
き
従
が
わ
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
が
あ
っ
て

僖
伯
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
隠
公
は
「
叔
父

寡

人
に
憾
む
こ
と
有
り
、
寡
人
敢
え
て
忘
れ
ず
」と
い
っ
て
、「
之
を
葬
る

に
一
等
を
加
」え
た
と
あ
る
。
そ
の
杜
預
注
に「
諸
侯

同
姓
大
夫
、
長

曰
伯
父
、
少
曰
叔
父
。
有
恨
、
恨
諫

魚
不

。」と
あ
る
。

僖
伯
は

孝
公
の
子
、
惠
公
の
弟
。
大
夫
で
も
あ
っ
た
。
な
お
左
傳
の
注
疏
に
は

「
惠
公
立
四
十
六
年
而
薨
。
則
子

此
時
年
非
幼
少
、
呼
曰
叔
父
者
、
是

隠
公
之
親
叔
父
也
。
此
注
自
言
臣
大
法
耳
。」
と
あ
る
。

４
）

願
與
伯
父
圖
之

『
春
秋
左
傳
』
莊
公
十
四
年
。
王
室
の
内
紛
の
た
め
、

国
外
に
出
て
い
た
鄭
の
厲
公
が
、
大
夫
傅
瑕
の
手
引
き
に
よ
っ
て
都
に

侵
攻
し
た
後
、使
者
を
派
遣
し
て
大
夫
の
原
繁
に
告
げ
た
言
葉
の
一
部
。

「
…
納
我
而
無
二
心
者
、
吾
皆
許
之
。
上
大
夫
之
事
、
吾
願
與
伯
父
圖
之
。

且
寡
人
出
、伯
父
無
裏
言〔
私
を
国
に
迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
ば
〕、

入
又
不
念
寡
人
。
寡
人
憾
焉
。」

５
）
『
禮
記
』「
祭
統
」
に
「
六
月
丁
亥
、
公
〔＝

莊
公
〕

〔＝

至
〕
于
大

廟
。
公
曰
、
叔
舅
、
乃
祖
莊
叔
、
左
右
成
公
、
…
」
と
あ
る
。
衛
の
莊

公

が
大
夫
孔

の
太
廟
の
祭
礼
に
来
て
下
賜
し
た
銘
文
。
孔

は

そ
れ
を
烝
祭
の

鼎
に
刻
し
た
。

６
）

上
記
注
（
３
）『
左
傳
』
隠
公
五
年
の
杜
預
注
に
「
諸
侯

同
姓
大
夫
、

長
曰
伯
父
、
少
曰
叔
父
。」と
あ
る
。
服
虔
注
も
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

７
）

現
行
（

本
）『
春
秋
公
羊
傳
』

公
五
年
に
は
「
王
者
之
後

公
、
其

餘
大
國

侯
。
小
國

伯
子
男
。」
と
あ
る
。
こ
こ
の
引
用
部
分
（
大
國

侯
の
後
、皆
千
乘
の
三
字
が
あ
る
）の
と
一
部
分
異
な
っ
て
い
る
。「
皆

千
乘
」
は
注
疏
作
者
の
記
憶
に
あ
る
も
の
が
ふ
と
入
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

８
）

鄭
注
に
「
毎
一
州
之
中
、
天
子
選
諸
侯
之
賢
者
、
以
爲
之
牧
也
。」
と
あ

る
。

齊
太
公
（
校
１
）
爲
王
官
之
伯
。『
左
傳
』
云
、「
王
使
劉
定
公
賜
齊
侯
命
曰
、
昔

伯
舅
太
公
佐
我
先
王
（
校
２
）」、
是

太
公
爲
伯
舅
也
。
及
齊
桓
公
興
覇
功
、
王

又
以
二
伯
之
禮
命
之
。僖
九
年
傳
曰
、「
王
使
宰
孔
賜
齊
侯

曰
、使
孔
賜
伯
舅

」、

是
也
。
周
公
亦
是
分
陝
之
伯
、
而
魯
頌
云
「
王
曰
叔
父
」
者
、
以
其
實
成
王
叔
父
、

以
本
親
言
之
也
。
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校
正１

）

太
公

足
利
本
・
元
刊
本
（
但
し
、
こ
の
部
分
後
世
の
補
修
に
係
る
）・

監
本
・

本
・
毛
本
・

本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
太
公
」
に
作
る
。

疏
本
、「
大
公
」
に
作
る
。
以
下
「
太
公
」
同
じ
。
同
じ
意
。

２
）

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
（
同
上
）・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
・

殿
本
・
全
書
本
、「
佐﹅
我
先
王
」
に
作
る
。『
左
傳
注
疏
』（

本
）
に
「
右﹅

我
先
王
」
に
作
る
。

齊
の
太
公
は
王
官
の
伯
（
注
１
）
で
あ
っ
た
。『
左
傳
』（
襄
公
十
四
年
）
に
「
王

劉
定
公
を
し
て
齊
侯
に
命
を
賜
は
し
め
て
曰
く
、
昔
伯
舅
大
公
我
が
先
王
を
佐
く

（
周
の
靈
王

劉
定
公
〔
劉
夏
〕
を
派
遣
し
て
齊
の
靈
侯
に
命
を
賜
っ
て
、
昔
伯
舅

の
太
公
〔
太
公
望
呂
尚
〕
は
我
が
先
王
〔
文
王
・
武
王
〕
を
助
け
た
）」（
注
２
）
と

あ
る
。
こ
こ
で
は
太
公
を
伯
舅
と
呼
ん
で
い
る
。
齊
の
桓
公
が
覇
業
を
興
し
周
王

に
功
績
を

げ
た
時
に
、〔
周
の
襄
王
は
〕二
伯
と
し
て
の
礼
で
以
て
桓
公
に
命
を

賜
っ
て
い
る
。
僖
公
九
年
『
左
傳
』
に
「
王

宰
孔
を
し
て
齊
侯
に

を
賜
は
し

め
て
曰
く
、
孔
を
し
て
伯
舅
に

を
賜
は
し
む
（
周
の
襄
王
は
宰
孔
を
派
遣
し
て

齊
の
桓
公
に

を
賜
っ
て
、
孔
〔
宰
孔
〕
を
派
遣
し
て
伯
舅
にひもろぎ
〔
宗
廟
の
祭
り

に
供
え
た
肉
〕を
賜
ふ
、
と
い
っ
て
い
る
）。」（
注
３
）と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

周
公
旦
も
陝
を
境
界
と
し
て
東
西
に
分
け
ら
れ
た
地
域
を
主
っ
た
二
伯
の
一
人
で

あ
る
が
（
注
４
）、
魯
頌
「

宮
」
に
「
王
曰
く
叔
父
」（
成
王
は
云
わ
れ
た
、
我

が
叔
父
〔
周
公
〕）
と
あ
る
の
は
、
周
公
が
実
の
成
王
の
叔
父
で
あ
る
の
で
、
そ
の

実
際
の
肉
親
関
係
で
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

注

１
）

王
官
之
伯

正
義
各
本
本
文
に
異
同
な
し
。

元
「

勘
記
」、『
注
疏

正
字
』
に
付
記
な
し
。
周
王
朝
の
官
職
で
伯
の
意
味
か
。「
官
」
の
字
は

衍
字
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
齊
太
公
世
家
」に
は
、
周
の
武
王
が
太
公
望

呂
尚
を
「
師
尚
父
」
と
号
し
た
こ
と
、
齊
の
營
丘
に
封
じ
た
こ
と
、
ま

た
成
王
の
代
に
管
叔
・
蔡
叔
が
乱
を
起
こ
し
、
淮
夷
が
周
に
叛
い
た
と

き
、「
五
侯
九
伯
、
實
得
征
之
」と
命
を
受
け
て
征
伐
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
「
王
官
（
王
朝
の
官
職
）」
と
言
え
る
の
か
ど
う

か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
伯
」
は
官
職
で
は
な
い
。

２
）
『
左
傳
』
襄
公
十
四
年
に
「
王
使
劉
定
公
賜
齊
侯
命
曰
、
昔
伯
舅
太
公
右

我
先
王
、
股
肱
周
室
、
師
保
萬
民
、
世

大
師
、
以
表
東
海
、
…
」
と

あ
る
。
杜
預
注
に
「
將
昏
於
齊
故
也
」
と
あ
る
の
で
、
周
王
室
の
者
を

齊
の
霊
侯
〔
名
は
環
〕
に
嫁
が
せ
る
に
当
た
っ
て
の
「
命
」
で
あ
ろ
う
。

３
）
『
左
傳
』
僖
公
九
年
に
「
王
使
宰
孔
賜
齊
侯

、
曰
天
子
有
事
于
文
武
、

使
孔
賜
伯
舅

」
と
あ
り
、
そ
の
杜
預
注
に
「
天
子
謂
異
姓
諸
侯
曰
伯

舅
」
と
あ
る
。

４
）
『
春
秋
公
羊
傳
』

公
五
年
に
「
天
子
三
公
者
何
。
天
子
之
相
也
。
天
子

之
相
、
則
何
以
三
、
自
陝
而
東
者
周
公
主
之
、
自
陝
而
西
者
、
召
公
主

之
、
一
相
處
乎
内
（
天
子
の
三
公
と
は
何
ぞ
や
。
天
子
の
相
な
り
。
天

子
の
相
、
則
ち
何
を
以
て
三
な
る
や
。
陝
よ
り
し
て
東
は
周
公

之
を

主
り
、
陝
よ
り
し
て
西
は
召
公

之
を
主
り
、
一
相

内
に
處
る
〔
更

に
も
う
一
人
の
相
が
朝
廷
内
に
い
る
〕）」
と
あ
る
。
陝
と
は
、
何
休
解

に
は
「
蓋
今
弘
農
陝
縣
、
是
也
。」
と
あ
り
、
現
在
の
河
南
省
陝
縣
。

又
別
に
「
陝
」
は
「

」（
音
古
洽
反
、
コ
ウ
）、
王
城
の
「

」
と
す
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る
説
も
あ
る
（『
經
典
釋
文
』「
春
秋
公
羊
音
義
」「
自
陝
」
に
「
失

反
。

何
云
弘
農
陝
縣
也
。
一
云
當
作

、
古
治
反
、
王
城

」と
あ
る
。
な

お
、
古
治
反
と
あ
る
の
は
、
古
洽
反
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）。「

」
と
は

「
成
王
定
鼎
于

」（『
左
傳
』
宣
公
三
年
）
と
あ
る
、「
こうじょく」
の
こ

と
で
現
在
の
河
南
省
洛
陽
市
の
西
（
王
維
堤
・
唐
書
文
『
春
秋
公
羊
傳

譯
注
』
一
九
九
七
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
刊
）。

ま
た
、
二
伯
と
は
周
公
・
召
公
を
さ
す
。『
毛
詩
』「
周
南
召
南
譜
」（「
是

故
二
國
〜
至
于
獲
嘉
瑞
」）の
注
疏
に「
武
王
伐

、
乃
封
太
公
爲
齊
侯
、

令
周
召
爲
二
伯
」
と
あ
る
。

其
晉
文
公
亦
有
覇
功
而
王
策
命
辭
云
、
王
曰
叔
父
者
、
齊
桓
晉
文
、
雖
倶
有
覇

功
、
天
子
賜
命
、
皆
本
其
祖
。
太
公
受
二
伯
命
、
故
還
以
二
伯
之
禮
賜
桓
公
。
唐

叔
本
受
州
牧
之
命
、
故
還
以
州
牧
之
禮
命
文
公
、
故
唐
叔
文
公
、
但

叔
父
。『
左

傳
』
周
景
王
謂
籍
談
曰
、
叔
父
唐
叔
、
是
唐
叔
亦
受
州
牧
之
禮
而

叔
父
也
。
僖

二
十
四
年
傳
、
王
出
適
鄭
、「
使
來
告
難
曰
、
敢
告
叔
父
」、
謂
魯
爲
叔
父
。
成
二

年
傳
、
王
告
鞏
朔
曰
、
今
叔
父
克
遂
有
功
于
齊
、
謂
晉
爲
叔
父
也
。

昭
七
年
、
王
使
追
命
衛
襄
公
曰
、「
叔
父

恪
（
校
１
）、
在
我
先
王
之
左
右
」、

是
謂
衛
爲
叔
父
也
。
是
晉
與
魯
衛
王
皆
呼
之
爲
叔
父
。
昭
九
年
、
王
使

桓
伯
辭

於
晉
曰
、「
伯
父
惠
公

自
秦
」、
又
謂
晉
侯
爲
伯
父
。

校
正１

）

恪

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
〔
但
し
こ
の
帖
は
後
刻
と
推
定
さ

れ
る
〕・

本
・
殿
本
・

本
・
全
書
本
、「

恪
」
に
作
る
。
毛
本
、「

」
に
作
る
。『
十
三
經
注
疏
正
字
』
に
「
恪
毛
本
誤

」
と
あ
る
。「

恪
」
に
作
る
の
が
正
し
い
。

さ
て
あ
の
晋
の
文
公
に
も
覇
業
の
功
績
が
あ
る
の
に
、
周
王
の
策
命
の
辞
に

〔「
王
曰
伯
父
」と
は
云
わ
ず
に
〕「
王
曰
叔
父
」と
云
っ
て
い
る
の
は
、
斉
の
桓
公
・

晋
の
文
公
は
共
に
覇
業
の
功
績
が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
天
子
が
命
を
賜
う
の
は

皆
そ
の
先
祖
太
公
〔
太
公
望
呂
尚
〕
が
二
伯
の
命
を
受
け
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
、〔
そ
の
後
裔
で
あ
る
〕
齊
の
桓
公
に
は
な
お
二
伯
の
礼
で
も
っ
て
命
を

賜
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
晉
の
文
公
の
先
祖
〕唐
叔
は
州
牧
の
任
命
を
受
け
て
い
る
の
に
基
づ
い
て
、
晋

の
文
公
に
命
を
賜
る
の
に
は
や
は
り
州
牧
と
し
て
の
礼
に
依
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

唐
叔
文
公
に
対
し
て
は
た
だ
「
叔
父
」
と
呼
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。『
左
傳
』（
昭
公

十
五
年
）、
周
の
景
王
が
籍
談
に
向
か
っ
て「
叔
父
の
唐
叔
」と
言
っ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
も
ま
た
唐
叔
が
州
牧
の
礼
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
景
王
が
叔
父
と
呼
ん
で
い

る
の
で
あ
る
（
注
＊
）。

＊
こ
こ
で
は
、
周
の
景
王
が
籍
談
に
「
叔
父
唐
叔
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
、
唐
叔
が
州
牧
の
礼

を
受
け
て
い
た
（
州
牧
の
礼
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
事
実
は
何
に
基
づ
い
て
い
る

か

そ
の
実
態
・
意
味
は

）
か
ら
と
い
う
理
由
が

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
通
説
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

昭
公
十
五
年
『
左
傳
』
の
話
は
、
晋
の
卿
で
あ
る
荀じゅんれき
が
介
添
え
の
籍
談
と
と
も
に
周
の

穆
后
の
葬
儀
に
参
列
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
葬
儀
を
終
え
て
、
服
喪
の
期
が
過
ぎ
て
か

ら
、
景
王
は
荀じゅんれき・
籍
談
等
と
宴
を
催
し
、
そ
の
宴
席
に
魯
か
ら

上
さ
れ
た
壺
樽
を
用
い

た
。
景
王
は
諸
侯
は
み
な
周
王
室
に
何
等
か
の
貢
献
の
物
が
有
る
の
に
、
晋
国
だ
け
は
何
も

な
い
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
と
問
い
た
だ
し
た
。
籍
談
が「
晋
の
国
は
深
山
に
住
ま
い
し
、
戎

狄
と
隣
り
合
っ
て
い
て
王
室
と
も
遠
く
、
王
の
威
霊
も
及
ば
ず
、
戎
狄
を
服
す
る
暇
も
あ
り
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ま
せ
ん
の
で
、
明
器
を

上
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
す
」と
い
っ
た
い
い
わ
け
を
す
る
と
、
景

王
は
「
叔
氏
、
而
忘
諸
乎
。
叔
父
唐
叔
、
成
王
之
母
弟
也
。
其
反
無
分
乎
（
叔
氏
、
而なんじ
諸これ
を

忘
れ
た
る
か
。
叔
父
唐
叔
は
成
王
の
母
弟
な
り
。
其
れ
反
っ
て
分
な
か
ら
ん
や
。）
…
」
と
こ

れ
を
責
め
立
て
る
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
周
の
景
王
が
「
叔
父
唐
叔
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と

に
関
し
て
、
楊
伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』
に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

周
王
于
諸
侯
、
同
姓
者
、
無
論
行
輩
、
倶

伯
父
或
叔
父
。
于
晉
侯

叔
父
者
、
或
以
唐

叔
而

叔

僖
二
十
八
年
、
成
二
年
傳
皆
用
『
叔
父
』
之

。
昭
九
年
、
三
十
二
年
傳
則

用
『
伯
父
』
之

、
蓋
沿
同
姓
大
國
之
例
。」

僖
公
二
十
四
年
の
『
左
傳
』
に
は
、
周
王
が
〔
内
紛
を
避
け
て
〕
都
を
出
て
鄭

に
行
っ
た
と
き
、「〔
魯
に
〕難
を
告
げ
し
め
て
曰
く
、
敢
て
叔
父
に
告
ぐ
」（
周
王

の
使
者
が
魯
に
来
て
「
叔
父
に
ご
通
知
申
し
上
げ
る
」）
と
あ
る
の
は
、
魯
の
王
家

を
叔
父
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

成
公
二
年
『
左
傳
』
に
周
の
定
王
が
（
晉
の
景
公
の
命
を
受
け
て
、
戦
利
品
〔
捕

虜
〕
を
献
上
に
来
た
晋
の
大
夫
）
鞏きょう
朔さく
に
告
げ
て
、「
今
、
叔
父
、
克
く
遂
に
齊
に

功
あ
り
」と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
晉
侯
を
叔
父
と
言
っ
て
い
る
。（
尚
、
楊

伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』
で
は
「
今
叔
父
克
遂
有
功
于
齊
」
を
「
今
叔
父
克
遂
、
有

功
于
齊
」（
今
、
叔
父

遂
ぐ
る
を
克よ
く
す
、
齊
に
功
あ
り
）と
二
句
に
分
け
て
読

ん
で
い
る
。）

『
左
傳
』
昭
公
七
年
（
八
月
）
に
周
の
景
王
が
、
亡
く
な
っ
た
衛
の
襄
公
に
追
命

（
策
命
を
追
賜
）し
て
、「
叔
父

恪
し
、
我
が
先
王
の
左
右
に
在
り
て
、
…（
叔

父
よ
、
昇
天
し
、
我
が
先
王
の
左
右
に
在
っ
て
、
…
）」と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
衛
公
を
叔
父
と
呼
ん
で
い
る
。
以
上
こ
れ
ら
晋
王
魯
王
衛
王
に
対
し
て
皆
叔

父
と
呼
ん
で
い
る
。

昭
公
九
年
で
は
、
周
の
景
王
が

桓
伯
を
遣
わ
し
て
（
晋
人
が

の
地
を
伐
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
）
晋
を
責
め
た
と
き
、「
伯
父
惠
公

自
秦
（
伯
父
惠
公
秦
よ
り

り
し
と
き
）」
と
い
っ
て
、
晋
侯
を
伯
父
と
呼
ん
で
い
る
。

由
此

之
、
魯
衛
爲
大
國
而

叔
父
。
晉
國
之
中
、
伯
叔
倶

、
不
同
者
。
以

魯
雖
周
公
之
後
、
周
公
位

宰
爲
東
伯
、
而
周
公
不
之
國
、
故
事
繋
伯
禽（
校
１
）。

『
左
傳
』曰
、「

父
禽
父
王
孫
牟
並
事
康
王
」、
三
國
倶
以
令
德
作
王
卿
、
明
兼
州

牧
矣
。

父
唐
叔
之
子
、
王
孫
牟
康
叔
之
子
、
康
叔

叔
父
、
是
爲
州
牧
。

『
尚
書
』「
酒

」命
康
叔
之
辭
曰
、「
明
大
命
於
妹
邦
」、
鄭
云
、「
康
叔
爲
連
屬

之
監
」、
則
康
叔
後
或
爲
州
牧
。

父
王
孫
牟
、
或
各

其
父
爲
州
牧
也
。
伯
禽
作

「
費
誓
」、
專
征
徐
戎
、
爲
方
伯
可
知
。
三
國
並
爲
大
國
、
王
室
之
親
、
又
皆
二
伯

之
後
、
尊
而
異
之
、
所
以
皆

叔
父
焉
。
晉
又

伯
父
者
、
以
晉
既
大
國
、
世
作

盟
主
、
故
變

伯
父
耳
。

校
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周
公
之
國
故
撃
繋
伯
禽

元
刊
本
・
監
本
・

本
・
毛
本
・

本
、「
周

公
之
國
故
撃
繋
伯
禽
」
に
作
る
（
但
し
、
元
刊
本
は
「
周
公
」
ま
で
の

文
は
後
世
の
補
刻
）。
足
利
本
、「
周
公
之
國
故
事
繋
伯
禽
」に
作
り
、

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
周
公
不
之
國
故
事
繋
伯
禽
」
に
作
る
。

元

「

勘
記
」
に
「
案
之
、
上
當
脱
不
字
、
撃
衍
字
也
。
…
山
井
鼎
云
、
撃

作
事
、
當
是

也
」
と
あ
る
。

疏
本
に
あ
る
如
く
、
ま
た

元
「

勘
記
」
に
説
く
如
く
、「
周
公
不
之
國
、
故
事
繋
伯
禽
」
に
作
る
の
が
正

し
い
。
な
お
、
沈
廷
芳
『
十
三
經
注
疏
正
字
』
に
は
「
撃
疑
誤
衍
」
と

あ
る
。
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こ
う
し
た
実
例
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
魯
・
衛
は
大
国
で
あ
り
な
が
ら
叔
父
と

呼
ば
れ
、
晋
国
は
（
そ
の
君
主
の
）
中
で
も
、
伯
父
・
叔
父
と
ど
ち
ら
も
使
わ
れ

て
い
て
、
魯
・
衛
と
同
じ
で
は
な
い
の
は
〔
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
〕。

魯
は
周
公
の
後
裔
で
は
あ
る
が
、
周
公
は

宰
の
位
で
東
伯
と
な
っ
た
が
、
そ

の
国
、魯
に
は
赴
任
し
な
か
っ
た
た
め（
注
１
）、国
元
の
政
務
は
嫡
子
伯
禽
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
。

『
左
傳
』（
昭
公
十
二
年
）
に
「
しょう父ほ
〔
晋
の
唐
叔
の
子
〕・
禽きん
父ぽ
〔
周
公
の
子
、

魯
の
伯
禽
〕・
王
孫
牟
〔
衛
の
康
叔
の
子
、
康
伯
〕
並
び
に
康
王
に
事
ふ
」
と
あ
り

（
注
２
）、
晋
・
魯
・
衛
の
三
国
は
共
に
令
德
が
あ
っ
た
た
め
に
王
卿
と
な
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
州
牧
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

父
は
〔
晋
の
〕
唐
叔

の
子
、
王
孫
牟
は
〔
衛
の
〕
康
叔
の
子
、〔
周
王
は
〕
衛
康
叔
を
叔
父
と
称
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
康
叔
は
州
牧
で
あ
る
（
注
３
）。『
尚
書
』「
酒

」
に
〔
周
公
が
成

王
の
命
を
以
て
〕
康
叔
に
命
じ
た
〔

し
た
〕
言
葉
に
「
大
命
を
妹
邦
に
明
ら
か

に
せ
よ
」
と
あ
り
、
鄭
玄
（
か
？
）
は
「
康
叔
を
連
屬
の
監
と
爲
す
」
と
い
っ
て

い
る
の
で
、
康
叔
の
後〔＝

子
孫
〕も
或
い
は
州
牧
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

父
・
王
孫
牟
も
或
い
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
父
の
後
を
継
い
で
州
の
牧
と
な
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。

伯
禽
〔
周
公
の
子
、
魯
侯
〕
は
「
費
誓
」
を
作
っ
て
、
徐
・
戎
を
專
征
し
て
お

り
、
方
伯
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
注
４
）。
晋
・
魯
・
衛
の
三
国
は
皆
大
国
で

あ
り
、
周
王
室
の
親
族
で
、
二
伯
の
後
裔
で
も
あ
る
の
で
、
尊
ん
で
特
別
な
扱
い

を
さ
れ
た
も
の
で
、
ど
ち
ら
も
周
王
か
ら
叔
父
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
晋
は

伯
父
と
も
称
さ
れ
る
の
は
、
晋
は
大
国
で
あ
る
と
と
も
に
、
代
々
春
秋
諸
国
の
盟

主
と
な
っ
て
い
る
の
で
（「
叔
父
」
を
）
変
え
て
、
伯
父
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

注

１
）
「
そ
の
国
に
赴
任
し
な
か
っ
た
」

原
文「
周
公
不
之
國
」、『
史
記
』「
魯

周
公
世
家
」
に
「〔
武
王
〕
封
周
公
旦
於
少
昊
之
虚
曲
阜
、
是
爲
魯
公
。

周
公
不
就
封
、
留
佐
武
王
。」
と
あ
る
。

２
）
『
左
傳
』
昭
公
十
二
年

王
見
之
、
去
冠
被
舎
鞭
、
與
之
語
曰
、「
昔
我

先
王
熊
繹
、
與
呂
級
・
王
孫
牟
・

父
・
禽
父
並
事
康
王
、
四
國
皆
有

分
、
我
獨
無
有
。
吾
使
人
於
周
求
鼎
以
爲
分
、
王
其
與
乎
」
と
あ
る
。

３
）
『
禮
記
』「
曲
礼
」に「
九
州
之
長
、
入
天
子
之
國
曰
牧
。
天
子
同
姓
、
謂

之
叔
父
、
異
姓
謂
之
叔
舅
」
と
あ
る
（
こ
の
段
落
の
注
疏
前
方
に
引
か

れ
て
い
る
）。

４
）

書
序
」
に
「
魯
侯
伯
禽
宅
曲
阜
、
徐
夷
並
興
、
東
郊
不
開
、
作
費
誓
」

と
あ
る
。
費
と
は
魯
の
東
郊
の
地
名
。
蔡
沈
の
集
傳
に
「
淮
夷
徐
戎
並

起
爲
寇
、
魯
侯
征
之
、
於
費
誓
衆
、
故
以
費
誓
名
篇
」。

『
尚
書
』「
文
侯
之
命
」、
王
曰
、
父
羲
和（
校
１
）、
平
王
得
文
侯
夾
輔
周
之
勲
、

尤
親
之
而
直

父
也
。
天
子

朝
廷
公
卿
則
無
文
、
蓋
有
爵
者
、
自
依
諸
侯
之
例
、

無
爵
者
、
亦
應
以
此
長
幼

伯
父
叔
父
。
大
夫
以
下
位
卑
、
其

父
舅
與
否
無
文

以
明
之
。
此
傳
以
及
下
經
父
舅
、
兼
有
解
天
子
所
呼
父
舅
之
文
、
以
諸
侯
於
大
夫

猶
天
子
於
諸
侯
、
同
有
父
舅
之
名
、
故
連
釋
之
焉
。
既
此
篇
燕
朋
友
而
呼
父
舅
、
是

父
舅
爲
天
子
朋
友
事
自
明
矣
。
因
天
子
有
交
友
之
義
巳
釋
、
諸
侯
亦
有
父
舅
、
故

亦
因
解
國
君
友
其
賢
臣
、

及
大
夫
友
其
宗
族
之
仁
者（
校
２
）。
云
仁
賢
者
、
明

尊
卑
之
交
、
非
賢
不
友
故
也
。
定
本
無
宗
字
。
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校
正１

）

父
羲
和

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
父
義
和
」
に
作
り
、
足
利
本
・

元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
、「
父
羲
和
」
に
作
る
。

元
「

勘
記
」
に
「
案
浦

云
義
誤
羲
、
是
也
」
と
あ
る
。

『
尚
書
注
疏
』（

本
）「
文
侯
之
命
」
に
、「
父
義
和
」
に
作
る
。
そ

の

元
「

勘
記
」
に
は
「
義
古
本
作
誼
、
注
同
。
今
本
按
陸
氏
曰
、
義

本
亦
作
誼
、
與
古
本
合
。
作
誼
者
蓋
古
文
也
。
作
義
者
今
文
也
。」と
い

う
。「
父
義
和
」
を
是
と
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

２
）

及
大
夫

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・
殿

本
・

本
・
全
書
本
、「

及
大
夫
」
に
作
る
。
沈
廷
芳
『
十
三
經
注
疏

正
字
』
に
「
士
字
脱
」
と
す
る
。
つ
ま
り
「

及
大
夫
士
」
と
い
う
（
な

お
、
沈
廷
芳
の
『
正
字
』
は
実
は
沈
廷
芳
の
幕
僚
で
あ
っ
た
浦

の
撰

と
い
う
）。

『
尚
書
』「
文
侯
之
命
」
に
〔
平
〕
王
が
晋
の
文
侯
を
「
父
義
和
」
と
言
っ
て
い

る
の
は（
注
１
）、
文
侯
に
は
天
子
の
左
右
に
あ
っ
て
王
室
を
補
佐
し
て
く
れ
た
勲

功
が
あ
っ
た
の
で
、
平
王
は
尤
も
文
侯
に
親
し
み
を
感
じ
、
直
に
父
と
呼
ん
だ
の

で
あ
る
。
天
子
が
朝
廷
の
公
卿
た
ち
を
呼
ぶ
呼
び
方
に
つ
い
て
明
文
は
な
い
、
爵

位
の
有
る
者
に
対
し
て
は
自
ず
か
ら
諸
侯
の
例
に
倣
い
、
爵
位
の
な
い
者
に
対
し

て
も
こ
の
長
幼
の
序
に
よ
っ
て
伯
父
叔
父
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
大
夫
以
下
は

そ
の
位
が
低
く
父
舅
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
そ
れ
を
定
め
た
明
文
は
な
い
。
こ
こ
の
毛

伝
で
は
後
の
経
文
「
以
速
諸
舅
」
の
父
舅
に
ま
で
言
及
し
、
併
せ
て
天
子
が
父
舅

と
呼
ぶ
場
合
の
文
に
つ
い
て
も
解
釈
し
て
い
る
。
諸
侯
が
大
夫
に
対
し
て
の
呼
び

方
も
天
子
が
諸
侯
に
対
す
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
父
舅
と
呼
ぶ

こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で〔「
天
子
謂
同
姓
諸
侯
、
諸
侯
謂
同
姓
大
夫
、
皆
曰
父
。

異
姓
則

舅
」
と
天
子
が
諸
侯
を
父
舅
と
呼
ぶ
場
合
と
諸
侯
が
大
夫
を
父
舅
と
呼

ぶ
場
合
の
こ
と
を
〕
続
け
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
篇
で
は
朋
友
を
燕
し
て
い
る
の
に
父
舅
と
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
、
こ
の

父
舅
と
は
天
子
の
朋
友
で
あ
る
こ
と
が
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。〔
こ
の
よ
う
に

こ
の
毛
伝
で
〕
天
子
に
交
友
の
義
が
あ
る
と
解
か
れ
、
諸
侯
に
も
ま
た
父
舅
〔
を

友
と
す
る
義
〕
が
あ
る
の
で
、〔「
國
君
友
其
賢
臣
」
と
〕
諸
国
の
君
主
も
そ
の
賢

臣
を
友
と
す
る
こ
と
、
更
に
〔「
大
夫
友
其
宗
族
之
仁
者
」
と
〕
大
夫
は
ま
た
そ
の

宗
族
の
仁
者
を
友
と
す
る
と
言
い
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

仁
な
る
者
〔「
宗
族
の
仁
者
」〕・
賢
な
る
者
〔「
賢
臣
」〕
と
云
っ
て
い
る
の
は
、

尊
卑
の
交
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、〔
尊
者
が
〕身

分
の
低
い
者
を
友
と
す
る
場
合
は
賢
者
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
友
と
し
な
い
た
め
で

あ
る
。
定
本
に
は
〔「
宗
族
」
の
〕「
宗
」
の
字
が
な
い
。

注

１
）

父
と
は
父
輩
の
意
。
晉
の
文
侯
、
名
は
仇
、
字
は
義
和
。「
文
侯
之
命
」

の
序
に
「
平
王
錫
晉
文
侯

圭

、
作
文
侯
之
命
」
と
あ
り
、
そ
の

孔
氏
安
國
の
傳
に
「
幽
王
爲
犬
戎
所
殺
、
平
王
立
而
東
遷
洛
邑
、
晉
文

侯
迎
送
、
安
定
之
。
故
錫
命
焉
。」
と
い
う
。「
文
侯
之
命
」
に
は
「
王

若
曰
、
父
義
和
、
丕
顯
文
武
、
克
慎
明
德
、
昭
升
于
上
、
敷
聞
在
下
、
…
」

と
あ
り
、
孔
安
國
傳
に「
順
其
功
而
命
之
、
文
侯
同
姓
、
故

曰
父
。
義

和
字
也
」
と
あ
る
。
但
し
、「
文
侯
之
命
」
作
ら
れ
た
い
き
さ
つ
に
つ
い

て
、
司
馬
遷
『
史
記
』「
晉
世
家
」
で
は
、
周
の
襄
王
が
晋
の
文
公
重
耳

に
与
え
た
も
の
と
し
て
い
る
。

― ―101

）

四
六



評

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
も
延
々
と
論
じ
て
諸
父
・
諸
舅
の
違
い
、
周
王
に
よ
っ
て
伯
父
と
呼
ば
れ

る
か
叔
父
と
呼
ば
れ
る
か
等
に
こ
だ
わ
る
の
か
。「
伐
木
」
の
詩
が
作
ら
れ
た
当
時
に
お
け
る

諸
父
・
諸
舅
の
正
し
い
意
味
を
求
め
よ
う
と
だ
け
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
詩
そ
の

も
の
の
解
釈
と
い
う
よ
り
は
、
経
典
間
の
用
語
の
統
一
的
解
釈
、
経
典
間
の
異
同
を
統
一
し
よ

う
と
す
る
こ
と
に
注
疏
作
者
達
に
と
っ
て
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
よ
う
な

様
々
な
用
例
は
、
索
引
な
ど
無
か
っ
た
時
代
、
す
べ
て
著
者
達
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
も

の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
討
論
し
て
い
る
作
者
達
の
高
揚
し

た
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
初
唐
の
儒
学
者
達
の
情
熱
が
感
じ
取
れ
よ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
の
問
題
と
い
う
の
は
、「

禮
」
に
お
い
て
「
同
姓
大
國
則
曰
伯
父
、
同
姓

小
邦
則
叔
父
」
と
い
う
こ
と
が
、『
左
傳
』
そ
の
他
の
書
籍
に
見
え
る
実
例
と
必
ず
し
も
一
致

し
て
い
な
い
こ
と
、
天
子
が
同
姓
の
諸
侯
を
呼
ぶ
場
合
、
伯
父
と
呼
ん
だ
り
、
叔
父
と
呼
ん
だ

り
し
て
お
り
、
異
姓
の
諸
侯
は
伯
舅
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
同
姓
の
諸
侯
で

も
、
魯
・
衛
に
対
し
て
は
み
な
叔
父
と
呼
び
、
晉
に
対
し
て
は
、
唐
叔
よ
り
文
公
・
景
公
ま
で

は
皆
叔
父
と
呼
ん
で
い
る
が
、
平
公
・
定
公
は
反
っ
て
伯
父
と
呼
ん
で
い
る
。（
以
上
、
楊
伯

峻
『
春
秋
左
傳
注
』
僖
公
九
年
「
天
子
有
事
于
文
武
、
使
孔
賜
伯
舅

」
注
に
よ
る
。
同
書
三

二
六
頁
参
照
）。『
左
傳
』で
の
こ
う
し
た
呼
称
の
混
乱
を
も
説
明
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
正
義
で
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、「
州
牧
の
位
」
と
い
っ
た
概
念
を
入
れ
て

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
特
徴
の
よ
う
で
あ
る
。

○
箋
有
酒
至
飲
酒

○
正
義
曰
、
此
有
酒
有

、
召
族
人
飲
之
、
蓋
是
燕
禮
、
非
饗
也
。
何
者
聘
禮
注

（
校
１
）
云
「
饗
謂
亨
（
校
２
）
太
牢
以
飲
賓
」
也
。
今
此
唯
肥

（
校
３
）
而
已
。

是
非
饗
禮
明
矣
。
今
燕
禮
者
是
諸
侯
燕
其
群
臣
及
賓
客
之
禮
。『
禮
記
』
云
「
其
牲

狗
、
不
用
羊

」、
此
云
有
肥

者
、
天
子
之
禮
、
異
於
諸
侯
也
。
宣
十
六
年『
左

傳
』
曰
、「
王
饗
有
體
薦
、
燕
有
折
俎
、
公
當
饗
、
卿
當
燕
、
王
室
之
禮
」、
是
天

子
燕
饗
之
禮
、
異
於
諸
侯
、
牲
亦
不
同
也
。

校
正１

）

注

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・
毛
本
・

本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
注
」

に
作
り
、

本
・
監
本
、「
註
」
に
作
る
。

（
２
）

亨

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
・『
要
義
』（
徽
州
本
）「
亨
」

に
作
り
、

本
・
刊
本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
烹
」
に
作
る
。

（
３
）

唯
肥

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
刊
本
・
毛
本
・
殿
本
・
全
書
本
・

本
、「
唯
肥

」
に
作
り
、

疏
本
・『
要
義
』（
徽
州
本
）、「
唯
有
肥

」
に
作
る
。
後
に
「
此
云
有
肥

者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
者
が

や
や
優
れ
る
。

○
鄭
箋
の
「
有
酒
」
か
ら
「
飲
酒
」
に
至
る
ま
で

○
正
義：

こ
こ
の
「
酒
有
り

有
り
、
族
人
を
召
い
て
之
に
飲
ま
し
む
」
と
い
う

の
は
、
燕
礼
で
あ
っ
て
、
饗
礼
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
聘
礼
の
註
に
「
饗
と

は
太
牢
を
亨すす
め
て
以
て
賓
に
飲
ま
し
む
」（
注
１
）と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
こ
こ

で
は
唯
だ
肥

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
饗
礼
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
今

こ
こ
で
の
燕
礼
と
は
諸
侯
が
そ
の
臣
下
達
及
び
賓
客
を
燕
す
る
礼
で
あ
る
。『
禮

記
』
に
は
、「
其
の
牲
は
狗
に
し
て
、
羊

を
用
い
ず
」（
注
２
）
と
あ
り
、
こ
こ

で
肥

有
り
と
云
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
は
天
子
の
礼
で
あ
っ
て
、
諸
侯
の

礼
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
宣
公
十
六
年
『
左
傳
』
に
「
王
は
饗
に
體
薦
有
り
、
燕

に
折
俎
あ
り
、
公
は
饗
に
當
た
り
、
卿
は
燕
に
當
た
る
は
、
王
室
の
禮
な
り
」
と

あ
り
（
注
３
）、
こ
れ
は
天
子
に
お
け
る
燕
礼
・
饗
礼
で
あ
っ
て
、
諸
侯
の
そ
れ
と

は
異
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
用
い
ら
れ
る
牲
も
同
じ
で
は
な
い
。
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注

１
）

現
行
本
『
儀
禮
』「
聘
礼
」
の
注
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

２
）

現
行
本
『
禮
記
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

３
）

王
は
饗
に
體
薦
有
り
云
々

宣
公
十
六
年
、
晋
侯
〔
景
公
〕
は
武
士
會

を
派
遣
し
て
周
王
室
の
内
紛
を
調
停
さ
せ
た
。
そ
こ
で
周
の
定
王
は
武

士
會
を
饗
応
し
た
。
そ
の
時
、
出
さ
れ
た
俎
の
上
に
は

〔
骨
付
き
の

切
り
肉
〕
が
載
っ
て
い
た
。
武
士
會
は
享
礼
に
は
体
薦
〔
牲
を
本
体
を

半
分
に
し
た
も
の
〕
が
出
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
が
（
若
し
公
侯
が
来

朝
し
た
と
き
、
周
王
は
享
礼
を
設
け
て
も
て
な
す
場
合
、
体
薦
を
以
て

す
る
）出
て
き
た
の
は
、

で
あ
っ
た
の
で
、
訝
っ
て
そ
の
わ
け
を
、
享

礼
を
補
佐
し
て
い
た
周
の
大
夫
、
原
襄
公
に
尋
ね
た
。
そ
れ
を
伝
え
聞

い
た
定
王
が
武
士
會
に
答
え
た
の
が
こ
の
言
葉
「
天
子
が
饗
礼
を
行
う

と
き
は
体
薦
を
用
い
、
燕
礼
に
は
折
俎
〔
関
節
毎
に
切
り
分
け
俎
上
に

載
せ
た
牲
の
肉
〕
を
用
い
る
、
公
〔
諸
侯
の
総
名
〕
が
来
朝
し
た
時
に

は
饗
礼
を
設
け
て
接
待
し
、
卿
が
来
朝
し
た
時
は
燕
礼
を
設
け
て
接
待

す
る
、
こ
れ
が
周
王
室
の
礼
な
の
だ
」
で
あ
る
。

○
箋
陳
其
至
食
禮
（
校
１
）

○
正
義
曰
、『
儀
禮
』特
牲
少
牢
聘
禮
、
公
食
之
等
、
皆
以

盛
黍
稷
、
則
八

是

黍
稷
之
器
也
。
故
云
「
陳
其
黍
稷
謂
爲
食
禮
」。
案
『
周
官
』
掌
客
職
、
五
等
諸
侯
、

皆
十
二
。
又
公
食
大
夫
禮
、
上
大
夫
六

（
校
２
）。
此
天
子
云
八

者
、
據
待

族
人
設
食
之
禮
、
其
掌
客
所
云
、
謂

之
大
禮
、
公
食
大
夫
、
是
諸
侯
食
大

夫
之
禮
、
若
曰
食
特
牲
者
二

、
少
牢
者
四

、
故
「
玉
藻
」（
校
３
）
云
、「
少

牢
五
俎
四

」。
然
則
大
牢
者
六

。
上
肥

酒
爲
燕
禮
、
此
是
食
禮
、
互
陳
之

也
。
知
是
食
禮
者
、
燕
禮
主
於
飲
酒
無
飯
食
、
則
此

盛
黍
稷
、
是
食
禮
可
知
。『
周

禮
』
地
官
舂
人
云
、「
凡
饗
供
食
米
」、
則
饗
禮
有
黍
稷
矣
。
但
饗
主
於
飲
、
不
主

於
食
、
此
經
不
言
酒

、
獨
陳
八

、

令
與
上

酒

爲
一
事
、
亦
不
得
爲
饗

禮
。
何
者
、
饗
烹
太
牢
以
飲
賓
、
不
得
用
未
成
羊

也
。
但
於
肥

之
下
、
既
言

以
速
諸
父
、
又
別
言
於

洒

以
速
諸
舅
、
明
二
者
又
爲
一
禮
。
上
句
爲
燕
、
下

句
爲
食
。
燕
言
諸
父
、
食
言
諸
舅
、
互
文
以
相
通
也
。
推
此
明
以
兼
有
饗
矣
。
但

文
不
見
饗
耳
。

校
正１

）

箋
陳
其
至
食
禮

殿
本
・
全
書
本
で
は
標
起
止
を
立
て
な
い
た
め
、「
箋

陳
其
至
食
禮
」
の
六
文
字
が
無
い
。
更
に
下
の
「
正
義
曰
」
の
文
字
も

無
く
、
こ
の
前
の
注
疏
の
文
章
に
続
い
て
い
る
。

２
）

六

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
、「
六

」

に
作
る
。
殿
本
・
全
書
本
、「
八

」
に
作
る
。

元
「

勘
記
」
に
「
案

浦

云
、
八
誤
六
。
是
也
」
と
あ
る
。
注
（
１
）
参
照
。

３
）

玉
藻

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・
毛
本
・
殿
本
・

本
・
全
書
本
、

「
玉
藻
」
に
作
る
。
監
本
、「
藻
」
の
字
、
草
冠
を
竹
冠
に
作
る
。

○
正
義：

『
儀
禮
』「
特
牲

食
礼
」「
少
牢
礼
」「
聘
礼
」「
公
食
大
夫
礼
」な
ど
で

は
皆

に
黍
稷
を
盛
る
の
で
、
こ
こ
の
毛
伝
に
い
う
「〔
天
子
〕
八

」
と
は
黍
稷

を
盛
っ
た
器
で
あ
る
。
な
の
で
、
こ
の
鄭
箋
で
「
陳
其
黍
稷
謂
爲
食
禮
」
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。『
周
官
』「
秋
官
司

」
掌
客
の
職
分
を
調
べ
て
み
る
と
、
五

等
の
諸
侯
の
礼
儀
に
お
い
て
は
す
べ
て
十
二
の

を
用
い
て
い
る
。
ま
た『
儀
禮
』

「
公
食
大
夫
礼
」
で
は
、
上
大
夫
の
場
合
は
六

（
注
１
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
天
子
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に
八

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
一
族
の
者
を
接
待
し
、
食
を
設
け
る
礼
の
た
め
で
、

『
周
官
』
の
掌
客
に
云
う
所
の
礼
は

・

・

の
大
礼
で
あ
る
た
め
〔
十
二
の

を
用
い
て
い
る
〕
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
公
食
大
夫
礼
は
諸
侯
が
大
夫
を
も
て
な
す

礼
な
の
で
、
六

〔『
儀
禮
』
で
は
八

〕
な
の
で
あ
っ
て
、〔
こ
れ
ら
は
稍
特
殊

な
場
合
で
あ
り
〕、
食
礼
・
特
牲
礼
な
ど
は
二

で
、
少
牢
礼
で
は
四

、〔
少
牢

礼
に
つ
い
て
は
〕『
禮
記
』「
玉
藻
」
に
「〔
朔
月
に
は
〕
少
牢
〔
羊
と
豚
〕
の
犠
牲

を
用
い
、
さ
ら
に
五
俎
〔
豚
・
魚
・

・
羊
・
羊
の
腸
と
胃
の
五
種
の
肉
類
を
盛
っ

た
礼
俎
〕、
四

〔
黍
・
稷
・
稲
・
梁
の
四
種
の
穀
物
を
盛
っ
た
祭
器
｜

〕
を
加

え
る
」
と
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
太
牢
の
時
は
六

で
あ
る
。
肥

・

酒
を
上くわ

え
る
の
は
燕
礼
で
あ
っ
て
、
こ
こ
（
伐
木
の
詩
）
で
は
食
礼
に
つ
い
て
も
触
れ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
が
食
礼
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
は
燕
礼
は
飲
食
が
主
で
あ
っ

て
、
ご
飯
は
な
い
。
食
礼
で
は
こ
の

に
黍
稷
を
盛
り
つ
け
る
の
で
、
こ
れ
が
食

礼
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
周
禮
』「
地
官
」
舂
人
に
は
「
凡
饗
供
食
米
（
凡
そ
饗
に
は
食
米
を
供
す
）」（
注

２
）
と
あ
る
の
で
、
饗
礼
に
も
黍
稷
を
用
い
て
い
る
。
但
し
、
饗
礼
で
は
飲
む
こ

と
が
主
で
食
事
は
主
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
経
（「
伐
木
」
詩
）
で
は
酒

に
つ

い
て
は
言
っ
て
お
ら
ず
、た
だ
八

を
陳なら
べ
る
こ
と
だ
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。も

し

酒
を
上くわ
え
る
こ
と
と
併
せ
て
一
つ
の
事
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
饗

礼
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
饗
礼
で
あ
れ
ば
太
牢
〔
牛
・
羊
・
豚
〕
を

烹
て
賓
客
に
酒
を
飲
ま
せ
る
わ
け
で
、「
未
成
の
羊

」（
小
羊
の
肉
）
を
用
い
る

こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、「
肥

」
と
言
っ
た
後
に
「
以
速
諸
父
」

と
言
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
別
に「
於

洒

、
以
速
諸
舅
」と
言
っ

て
い
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
同
じ
一
つ
の
礼
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
上
の
句
は
燕
礼
、
下
の
句
は
食
礼
。
燕
礼
で
は
諸
父
と
言
い
、
食
礼
で
は
諸

舅
と
言
っ
て
い
る
が
、こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
に
も
そ
の
意
味
が
掛
か
る
所
謂
互
文
で
、

上
の
句
、
下
の
句
は
燕
礼
・
食
礼
と
も
相
通
じ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
推

し
及
ぼ
せ
ば
、
こ
の
両
句
に
は
饗
礼
も
兼
ね
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る（
注
３
）。た
だ
経
文
に
饗
礼
の
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。

注

１
）
『
儀
禮
』「
公
食
大
夫
礼
」
に
は
「
上
大
夫
、
八
豆
、
八

、
…
（
上
大

夫
を
賓
客
と
し
て
も
て
な
す
場
合
は
、
八
豆
、
八

、
…
を
列
べ
云
々
）」

と
あ
り
、「
八

」
と
な
っ
て
い
る
。

２
）

凡
饗
供
食
米

『
周
禮
』「
地
官
」
舂
人
に
「
凡
饗
供
食
米
（
凡
そ
饗
に

は
食
米
〔
飯
食
に
用
い
る
米
〕
を
供
す
）」（

本
、
供
を
共
に
作
る
）
と

あ
る
。

３
）

饗
礼
・
食
礼

饗
礼
・
食
礼
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
意
味
で
の
こ
れ
ら

の
礼
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
、
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
が
分
か
ら
な

い
よ
う
で
あ
る
。
楊
天
宇
『
周
礼
譯
注
』「
地
官
」
牛
人
、「
饗
食
賓
射
、

共
其
膳
羞
之
牛
」
の
注
に
「
饗
、
謂
饗
禮
、
是
一
種
用
酒
食
款
待
賓
客

之
礼
、
其
礼
久
亡
、
今
不
可
詳
。
食
、
食
礼
、
也
是
一
種
款
待
賓
客
之

礼
、《
儀
禮
・
公
食
大
夫
礼
》
記
諸
侯
食
礼
、
可
看
。」
と
い
う
。

伐
木
于
阪

木
を
阪
に
伐
る

〔
思
え
ば
昔
我
々
は
共
に
〕、
山
の
斜
面
で
木
を

伐
っ
て
い
た

酒
有
衍

酒

衍
た
る
有
り
〔
今
、
王
た
る
私
は
〕
漉
し
た
美
酒
を
用
意
し

て

毛
傳：

衍
美
貌
。
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箋
云
、
此
言
伐
木
于
阪
、
亦
本
之
也
。

毛
伝：

衍
と
は
美
し
い
さ
ま
。

鄭
箋：

こ
こ
で
〔
先
に
〕「
伐
木
于
阪
」
と
い
い
、〔
更
に
「

酒

衍
た
る
有

り
」
と
あ
る
の
も
、
第
一
章
・
第
二
章
と
同
じ
よ
う
に
、
昔
日
苦
労
を
共
に

し
た
〕
こ
と
に
本
づ
い
て
い
る
。〔
朋
友

故
旧
を
燕
す
る
の
意
〕。

豆
有

へん
豆とう

た
る
有
り
〔
料
理
を
盛
っ
た
〕
たか
豆つき
を
整
え
並
べ
て
い
る

兄
弟
無
遠

兄
弟
遠
ざ
か
る
な
か
れ

兄
弟
親
戚
み
な
集
っ
て
ほ
し
い

箋
云
、

陳
列
貌
。
兄
弟
、
父
之
黨
、
母
之
黨
。

鄭
箋：

は
陳な
列ら
べ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
。
兄
弟
と
は
父
一
族
と
母
の
一
族
。

民
之
失
德

民
の
德
を
失
う

世
の
民
が
そ
の
德
を
失
う
の
は

乾

以

乾かんこう
以
てあやまつ

ほ
し
い
い
の
よ
う
な
粗
末
な
食
べ
物
の
こ
と
で

す
ら
謗
り
を
受
け
て
し
ま
う
〔
こ
と
が
あ
る
〕

毛
傳：

食
也
。

箋
云
、
失
德
謂
見
謗

也
。
民
尚
以
乾

之
食
獲

過
於
人
。
況
天
子
之
饌
、
反

可
以
恨
兄
弟
乎
。
故
不
當
遠
之
。

毛
伝：

は
食
べ
物
（
か
れ
い
い
）（
注

）。

鄭
箋：

德
を
失
う
」
と
は
謗
ら
れ
る
こ
と
を
謂
う
。
世
の
人
は
「
ほ
し
い
い
」

の
よ
う
な
食
べ
物
の
こ
と
で
も
、人
か
ら
恨
ま
れ
て
し
ま
う〔
こ
と
も
あ
る
〕。

ま
し
て
や「
天
子
が
す
す
め
る
ご
馳
走
」、
こ
の
こ
と
で
、
兄
弟〔
親
戚
一
族
〕

に
恨
ま
れ
て
よ
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
兄
弟
〔
親
戚
一
族
〕
を
疎
遠
に
す

べ
き
で
は
な
い
。

注

１
）

『
經
典
釋
文
』「
音
侯
。
食
也
。」『
説
文
』「
乾
食
也
。」
段
注：

小

徐
曰
、
今
人
謂
飯
乾
爲

。
ほ
し
い
い
、
か
れ
い
い
。

有
酒

我

酒
有
れ
ば
我
に
こ
し

〔
王
は
〕
酒
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
漉
し
て
我
ら

に
ふ
る
ま
い

無
酒

我

酒
無
け
れ
ば
我
に
こ
す
（
鄭:

か
は
ん
）

酒
が
な
け
れ
ば
一
夜
酒

を
造
っ
て
く
れ
る

毛
傳：

之
也
（
注
１
）。

一
宿
酒
也
。

箋
云
、

買
也
。
此
族
人
陳
王
之
恩
也
。
王
有
酒
則

茜
之
、
王
無
酒

買
之
、

要
欲
厚
於
族
人
。

毛
伝：

は
漉
す
こ
と
。

は
一
晩
か
も
し
た
酒
（
注
２
）。

鄭
箋：

は
買
う
こ
と
。
こ
の
句
は
一
族
の
者
た
ち
が
王
に
対
し
て
お
礼
を
述

べ
た
も
の
。
王
に
酒
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
漉
し
て
私
た
ち
に
飲
ま
せ
て
く
れ

る
。
酒
が
な
け
れ
ば
買
っ
て
き
て
、
我
ら
一
族
の
者
を
手
厚
く
も
て
な
そ
う

と
し
て
い
る
。

注

１
）

之

『
經
典
釋
文
』、「
所
六
反
。
與
左
傳
縮
酒
同
義
。
謂
以
茅

之
、

而
去
其
糟
也
。」

２
）

一
宿
酒

『
説
文
』「
一
宿
酒
」。
徐
曰
、
謂
造
之
一
夜
而
熟
、
若

今

鳴
酒
。（『
康
煕
字
典
』）

鼓
我

かんかん
と
我
に
鼓
し

と
太
鼓
を
打
た
せ
て
我
ら
を
楽
し
ま
せ

蹲
蹲
舞
我

蹲しゅん
蹲しゅんと
我
に
舞
ふ

楽
し
げ
な
舞
い
を
舞
わ
せ
て
我
ら
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
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毛
伝：

蹲
蹲
、
舞
貌
。

箋
云
、
爲
我
撃
鼓

然
、
爲
我
興
舞
蹲
蹲
然
、
謂
以

己
。

毛
伝：

蹲
蹲
は
舞
う
さ
ま
。

鄭
箋：
私
〔
達
〕
の
た
め
に
太
鼓
を

然
（
注
１
）
と
打
た
せ
、
私
〔
達
〕
の

た
め
に
蹲
蹲
然
（
注
２
）
と
舞
を
舞
わ
せ
て
い
る
。
音
楽
で
自
分
達
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
謂
う
（
注
３
）。

注

１
）

然

経
文「

」。

然
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
形
容
す
る

の
か
。『
爾
雅
』「
釋
訓
」
に
「

、
蹲
蹲
、
喜
也
」

疏
に
「
皆

鼓
舞

喜
」
と
あ
る
。
太
鼓
を
打
っ
て
喜
ぶ
さ
ま
。
陳
風
「
宛
丘
」
の

毛
伝
に
は
「

、
撃
鼓
聲
」
と
あ
り
、
太
鼓
の
音
。
擬
声
音
。

２
）

蹲
蹲
然

釋
訓
」
に
「
蹲
蹲
喜
也
」
と
あ
り
、
喜
ぶ
状
態
を
表
す
。『
經

典
釋
文
』
に
「
七
旬
反
。
舞
貌
也
」
舞
を
舞
っ
て
喜
び
を
表
し
た
さ
ま
。

３
）

以

己

『
經
典
釋
文
』に「
上
音
岳
、
下
音
洛
」。
な
お
、
こ
の「
己
」

に
つ
い
て
足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
毛
本
・

本
・
全
書
本
・『
經
典

釋
文
』、「
巳
」
に
作
る
（
監
本
・
殿
本
は
判
別
し
が
た
い
）。
し
か
し
、

版
本
に
お
い
て
は
、「
己
」「
已
」「
巳
」の
区
別
は
、
現
在
の
活
字
本
の

如
く
明
確
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。同
じ
書
物
の
中
で
も
揺
れ
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
己
（
お
の
れ
）」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

我
暇
矣

我
が
暇
に
およ
ん
で

私
が
暇
の
あ
る
ち
ょ
う
ど
こ
の
時

飲
此

矣

此
のしたみざけを
飲
ま
む

皆
共
に
こ
の
漉
し
た
酒
を
お
お
い
に
飲
も

う

箋
云
、

及
也
。
此
又
述
王
意
也
。
王
曰
、「
及
我
今
之
間
暇
、
共
飲
此

酒
」、

欲
其
無
不

之
意
。

鄭
箋：

は
及
ぶ
こ
と
。こ
こ
も
王
の
気
持
ち
を
の
べ
た
も
の
。王
は
言
う
、「
私

は
、
ち
ょ
う
ど
暇
の
で
き
た
こ
の
時
、
共
に
こ
の
漉
し
た
酒
を
飲
も
う
」。
皆

充
分
に
酔
い
を
尽
く
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
こ
ろ
で
あ
る
。

○
伐
木
至

矣

○
毛
以
爲
伐
木
於
阪
以
驚
鳥
、
喩
朋
友
切
磋
以
成
道
也
。
由
朋
友
相
成
如
此
、
故

今
以
筐

其
（
校
１
）
酒
衍
然
而
美
（
校
２
）
以
燕
之
。
既
有
酒
矣
、
又

豆
有

然
行
列
而
陳
之
矣
。
兄
弟
親
戚
無
有
疏
遠
、
皆
使
召
之
而
與
之
燕
也
。
王
又
自

言
己
不
可
不
召
族
人
之
意
、
下
民
之
失
德
、
見
謗

者
、
以
何
故
乎
。
正
由
乾

之
食
、
不
分
於
人
、
以
獲

過
。
乾

之
食
、
尚
以
獲

、
況
天
子
之
饌
、
可
不

召
親
戚
、
令
之
恨
乎
。
故
盡
召
而
燕
之
。
族
人
陳
王
之
恩
、
言
王
有
酒
則

之

以
飲
我
。
王
無
酒
則
卒
造
一
宿
之

酒
以
與
我
、
於
時

然
撃
鼓
以
娯
我
、
蹲

蹲
然
興
舞
以

我
、
是
王
恩
甚
厚
矣
。
王
又
謂
族
人
曰
「
汝
族
人
、
今
日
正
及
我

間
暇
矣
。
共
汝
飲
此

酒
矣
。」
言
巳
卒
（
校
3
）
有
間
暇
而
爲
此
飲
、
其
意
欲
令

族
人
無
不

（
校
４
）、
是
王
之
恩
厚
也
。

校
正１

）

其
」、
監
本
、
こ
の
二
字
欠
落
。
余
白
に
な
っ
て
お
り
、
摩
耗
し
た

も
の
か
。

２
）

衍
然
而
美

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
毛
本
・

本
、「
衍
然
而
美
」

に
作
り
、

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
有
衍
然
而
美
」
に
作
る
。

３
）

卒

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・

本
、「
卒
」
に
作
る
。

疏
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本
・
殿
本
・
全
書
本
・『
要
義
』（
徽
州
本
）、「
率
」
に
作
る
。「
卒
」、
急

に
「
燕
」
す
る
こ
と
に
な
り
、
朋
友
故
旧
を
燕
す
る
の
に
多
少
ぞ
ん
ざ

い
な
感
じ
が
あ
る
。「
率
」で
あ
れ
ば
、
暇
が
で
き
た
と
き
は
概
ね「
燕
」

を
開
い
て
ご
招
待
し
よ
う
と
い
っ
た
感
じ
に
な
ろ
う
。「
率
」に
作
る
の

が
や
や
勝
る
。

４
）

欲
令
族
人
以
不

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
、

「
欲
令
族
人
以
不

」
に
作
る
。

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
欲
令
族

人
無
不

」
に
作
る
。

元
「

勘
記
」
に
「
案
浦

云
以
當
無
字
誤
、

是
也
」
と
あ
る
。「
以
」
は
「
無
」
の
誤
り
。

疏
本
に
「
以
」
を
「
無
」

に
作
る
の
が
、
版
本
と
し
て
勝
れ
て
い
る
。

○

伐
木
」
よ
り
「

矣
」
に
至
る
ま
で

○
毛
伝
の
解
釈：

木
を
山
の
急
斜
面
で
伐
っ
た
た
め
に
、
鳥
が
驚
い
て
い
る
と
い

う
表
現
で
、
朋
友
が
互
い
に
切
磋
し
て
道
を
成
就
す
る
こ
と
を
喩
え
て
い
る
。
朋

友
同
士
こ
の
よ
う
に
互
い
に
切
磋
し
合
っ
て
道
を
成
就
で
き
た
の
で
、
今
、
筐
で

漉
し
た
美
酒
で
以
て
宴
を
催
し
、
楽
し
む
の
で
あ
る
。
酒
は
あ
り
、〔
料
理
を
盛
っ

た
〕

豆
も
ず
ら
り
と
列
を
な
し
て
陳
べ
ら
れ
て
い
る
。
兄
弟
親
戚
は
疎
ん
じ
遠

ざ
け
る
こ
と
な
く
す
べ
て
招
待
し
て
宴
を
共
に
し
よ
う
。
王
は
ま
た
進
ん
で
何
故

自
分
が
一
族
の
人
々
を
招
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
か
、
人
〔
世
の
民
〕
が

德
を
失
い
、
謗
ら
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
わ
け
な
の
か
を
述
べ
る
。「
正
に
乾

の

食
〔
ほ
し
い
い
〕
を
他
人
に
分
け
与
え
な
い
た
め
に
（
注
１
）、
咎
め
を
受
け
て
し

ま
う
の
だ
。
乾

の
食
〔
ほ
し
い
い
〕
の
こ
と
で
す
ら
、
尚
〔
こ
の
食
べ
物
の
恨

み
〕
に
よ
っ
て
咎
め
を
受
け
て
し
ま
う
の
に
、
ま
し
て
や
天
子
の
饌
（
注
２
）、
親

戚
を
招
か
な
い
で
彼
等
に
恨
み
を
懐
か
せ
て
し
ま
っ
て
良
か
ろ
う
か
。」こ
う
し
て

こ
と
ご
と
く
親
戚
を
招
い
て
宴
楽
さ
せ
る
。
一
族
の
者
達
は
王
の
恩
を
述
べ
て
言

う
、「
王
は
酒
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
漉こ
し
て
我
ら
に
飲
ま
せ
て
く
れ
る
。
王
に
酒
が
な

け
れ
ば
に
わ
か
に
一
夜
酒
を
造
っ
て
我
ら
に
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
時
に

と

太
鼓
を
打
た
せ
て
我
ら
を
楽
し
ま
せ
、
蹲
蹲
然
と
舞
を
舞
わ
せ
て
我
ら
を
楽
し
ま

せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
王
の
恩
愛
が
甚
だ
厚
い
証
拠
だ
。」王
は
ま
た
一
族
の
人
々

に
言
う
、「
一
族
の
皆
様
、
今
日
は
ち
ょ
う
ど
私
が
時
間
が
取
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん

と
共
に
こ
の
漉
し
た
酒
を
飲
み
ま
し
ょ
う
。」

自
分
〔
王
〕
は
急
に
暇
が
取
れ
た
の
で
こ
の
酒
宴
を
設
け
た
こ
と
を
い
う
。
そ

れ
は
一
族
の
人
々
充
分
酔
い
を
尽
く
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
か
ら
で
、
王
の
恩

愛
が
手
厚
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

注

１
）

乾

の
食

ほ
し
い
い
。
注
疏
で
は
具
体
的
に
料
理
と
し
て
の
価
値
評

価
を
し
て
い
な
い
が
、
朱
子『
詩
集
傳
』で
は
、「
乾

、
食
之
薄
者
也
。」

と
し
て
い
る
。

２
）

天
子
の
饌

乾

の
食
」
と
の
対
で
天
子
が
す
す
め
る
料
理
と
し
た

が
、「
天
子
之
れ
饌
む
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

○
鄭
以
「
伐
木
於
阪
、
亦
本
之
、

買
」
爲
異
。
餘
同
。

○
鄭
玄
は
「
伐
木
於
阪
、
亦
本
之
。

は
買
う
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
毛
伝
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
他
は
同
じ
。

○
箋
兄
弟
父
至
母
之
黨

○
正
義
曰
、
以
上
言
諸
父
爲
父
黨
、
則
諸
舅
爲
母
黨
。
此
言
兄
弟

上
父
舅
二
文
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（
校
１
）、
故
知
父
黨
母
黨
也
。
禮
有
同
姓
異
姓
庶
姓
、
同
姓
王
之
同
宗
（
校
２
）、

是
父
之
黨
也
。
異
姓
王
舅
之
親
、
庶
姓
與
王
無
親
者
、
天
子
於
諸
侯
、
非
同
姓
者

皆
曰
舅
、
不
由
有
親
無
親
、
則
舅
文
又
以
兼
庶
姓
矣
。
其
中
容
有
舅
甥
之
親
、
故

通
言
母
之
黨
也
。
父
黨
母
黨
得
同
曰
兄
弟
者
、
兄
弟
是
相
親
之
辭
、
因
推
而
廣
之
、

異
姓
亦
得
言
之
。
故「
釋
親
」云
、「
父
之
黨
爲
宗
族
、
母
與
妻
之
黨
爲
兄
弟
」、
是

母
黨
爲
兄
弟
之
文
也
。
此
不
言
妻
黨
者
、
以
舅
是
母
黨
之

。
故
特
言
母
耳
。
其

實
妻
黨
亦
曰
兄
弟
。「
釋
親
」
又
曰
、「
妻
之
父
爲
婚
兄
弟
、

之
父
爲
姻
兄
弟
」、

是
也
。
兄
弟
必
兼
言
母
黨
者
、
以
甥
舅
之
親
與
同
姓
等
、
故
「

弁
」
諸
公
刺
王

不
能
燕

同
姓
、
而
經
曰
、「
豈
伊
異
人
、
兄
弟
甥
舅
」、
是
也
。
若
然
、
兄
弟
總

辭
、
而
下
箋
獨
言
族
人
陳
王
之
恩
者
、
以
兄
弟
雖
父
黨
兼
言
母
黨
、
而
父
黨
爲
正
、

故
下
特
云
、
族
人
也
。
此
燕
朋
友
故
舊
、
非
燕
族
人
、
據
族
人
爲
朋
友
者
、
互
説

耳
。

族
可
以
兼
異
姓
及
庶
姓
矣
。

校
正１

）

此
言
兄
弟
父
舅
二
文

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
、「
此
言
兄
弟
父
舅
二
文
」
に
作
り
、

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
此

言
兄
弟

上
父
舅
二
文
」
に
作
る
。

元
「

勘
記
」
に
「
浦

云
、
兄

弟
下
當
脱

上
二
字
、
是
也
。」
と
あ
り
、
ま
た

疏
本
に
も
「
此
言
兄

弟

上
父
舅
二
文
」
と
あ
る
如
く
、
兄
弟
の
下
に
「

上
」
と
あ
る
の

が
正
し
い
。

２
）

同
姓

上
王
之
同
宗

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
、「
同
姓

上
王
之
同
宗
」
に
作
り
、

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
同

姓
王
之
同
宗
」
に
作
る
。

元
「

勘
記
」
に
「
浦

云
、

上
二
字

當
衍
文
、
是
也
」
と
あ
り
、

疏
本
に
も
「
同
姓
王
之
同
宗
」
に
作
っ

て
お
り
、「

上
」
の
な
い
の
が
正
し
い
。

○
鄭
箋
の
「
兄
弟
父
」
よ
り
「
母
の
黨
」
に
至
る
ま
で

○
正
義：

上
で
諸
父
を
父
方
の
親
族
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
諸
舅
は
母
方
の
親

族
で
あ
る
。
こ
こ
で
兄
弟
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
上
の
父
舅
の
二
語
と
関
連
し
て

い
て
こ
れ
を
統
べ
く
く
っ
て
い
る
の
で
、〔
鄭
箋
で
「
兄
弟
、
父
之
黨
母
之
黨
」
と

あ
る
兄
弟
が
〕
父
の
親
族
、
母
の
親
族
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
礼
に
は
同
姓
・

異
姓
・
庶
姓
の
三
類
が
あ
る
が
、
同
姓
と
は
す
べ
て
王
の
同
宗
〔
同
じ
血
族
〕、
こ

れ
が
父
方
の
親
族
で
あ
る
。
異
姓
と
は
王
の
舅
の
親
族
〔
母
方
の
一
族
・
妻
の
一

族
〕、
庶
姓
は
王
と
親
族
関
係
に
な
い
者
。
天
子
は
諸
侯
に
対
し
て
同
姓
で
な
い
者

は
皆
こ
れ
を
舅
と
呼
び
、
親
族
関
係
の
あ
る
な
し
に
由
ら
な
い
。
則
ち
こ
の
場
合
、

「
舅
」
に
は
庶
姓
も
兼
ね
含
ま
れ
る
。
そ
の
中
に
は
舅
甥
の
親
族
（
母
の
兄
弟
、
お

じ
・
姉
妹
の
子
、
お
い
）
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
の
で
、
通
し
て
「
母
の
党

〔
母
方
の
親
族
〕」
と
言
う
の
で
あ
る
。

父
の
党
・
母
の
党
そ
の
ど
ち
ら
も
「
兄
弟
」
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
兄

弟
と
は
相
親
し
む
と
い
う
意
味
の
言
葉
な
の
で
、
こ
れ
を
推
し
及
ぼ
し
て
異
姓
に

ま
で
拡
げ
て
兄
弟
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。『
爾
雅
』「
釋
親
」
に
「
父

の
党
を
宗
族
と
い
い
、
母
と
妻
の
党
を
兄
弟
と
い
う
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
母
方
の

親
族
を
兄
弟
と
い
う
（
確
実
な
）
資
料
で
あ
る
。

こ
こ
で
妻
の
党
〔
親
族
〕
を
言
わ
な
い
の
は
、「
舅
」
と
は
母
方
の
親
族
の
こ
と

な
の
で
、
特
に
「
母
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
実
際
は
妻
の
親
族
に
つ
い

て
も
「
兄
弟
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
「
釋
親
」
に
は
「
妻
の
父
を
婚
兄
弟
と
い
い
、

の
父
を
姻
兄
弟
と
い
う
」
と
あ
る
（
注

）。
こ
れ
が
（「
妻
の
党
も
兄
弟
と
呼
ぶ
」

拠
り
所
と
な
る
文
）
で
あ
る
。「
兄
弟
」
と
い
え
ば
必
ず
母
の
親
族
を
含
め
て
言
う
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の
は
、
甥
舅
の
親
族
と
同
姓
の
親
族
と
を
同
等
に
み
な
す
か
ら
で
あ
っ
て
、
小
雅

「
き
弁べん
」
の
詩
は
、〔
幽
〕
王
が
同
姓
の
親
族
を
宴
楽
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

を
、
諸
侯
が
刺
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
経
文
本
文
に
「
豈
伊
異
人
、
兄
弟
甥
舅

（
豈あに
伊こ
れ
異
人
な
ら
ん
や
、
兄
弟
な
り
甥
舅
な
り
）」
と
あ
り
、
こ
れ
が
〔「
甥
舅
の

親
族
は
同
姓
の
親
族
と
等
し
い
」〕
と
い
う
証
拠
で
あ
る
（
注
２
）。

も
し
こ
の
よ
う
に
「
兄
弟
」
と
い
う
言
葉
が
父
方
の
親
族
・
母
方
の
親
族
ま
で

含
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
〔「
有
酒

我
、
無
酒

我
」
の
〕
鄭
箋
で
特

に
「
族﹅
人﹅

王
の
恩
を
陳
べ
る
」
と
言
っ
て
い
る
（
の
は
お
か
し
い
の
で
あ
る
が
）、

「
兄
弟
」と
い
う
言
葉
は
父
の
親
族
に
母
の
親
族
を
含
ま
せ
両
者
兼
ね
て
い
る
の
で

は
あ
る
が
、「
兄
弟
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
父
の
親
族
（
で
あ
る
と
い
う
の
）
が
一

般
的
な
意
味
な
の
で
、
後
の
方
で
特
に
（
母
の
親
族
も
兼
ね
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
て
）「
族
人
」
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〔
伐
木
の
詩
の
〕
場
合
は
「
朋

友
故
旧
を
饗
燕
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
族
人
を
饗
燕
す
る
の
で
は
な
い
が
、
族
人

を
朋
友
と
み
な
す
考
え
に
拠
っ
た
の
は
、
互
説
〔
ど
ち
ら
も
含
め
て
い
る
の
意

（
注
３
）〕
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。「

族
（
族
を

げ
て
）」
に
は
、
異
姓
及
び

庶
姓
を
も
兼
ね
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

注

１
）

妻
之
父
爲
婚
兄
弟
、

之
父
爲
姻
兄
弟

注
疏
各
本
異
文
な
し
。『
爾
雅
』

「
釋
親
」（
現
行
、

本
『
十
三
經
注
疏
』）
に
は
「

之
父
爲
姻
、
婦
之

父
爲
婚
」、「
婦
之
黨
爲
婚
兄
弟
、

之
黨
爲
姻
兄
弟
」
と
あ
る
。

２
）

以
甥
舅
之
親
與
同
姓
等

甥
舅
の
親
は
同
姓
と
等
し
き
を
以
て
」と
読

ん
だ
。「
き
弁べん
」
の
本
文
「
豈
伊
異
人
、
兄
弟
甥
舅
」
の
「
兄
弟
甥
舅
」

の
句
、「
兄
弟
」「
甥
舅
」
の
並
列
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）

互
説

互
説
」
の
語
、
十
三
經
注
疏
で
は
他
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

「
拇
指
數
據
庫
」
索
引
）

○
箋
反
可
以
恨
兄
弟
乎

○
鄭
箋
の
「
反
可
以
恨
兄
弟
乎
」
に
つ
い
て

○
正
義
曰
、
定
恨
作
限
、
恐
非
也
（
校
１
）。

校
正１

）

定
恨
作
限
、
恐
非
也
」

足
利
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・
毛
本
・

本
、「
定
恨
作
限
恐
非
也
」
に
作
る
。

疏
本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
定

本
恨
作
限
恐
非
也
」
に
作
る
。

元
「

勘
記
」
に
「
案
定
下
當
有
本

字
」
と
い
う
。「
定
」
を
「
定
本
」
に
作
る
の
が
正
し
い
。

○
正
義：

定
本
で
は
「
恨
」
を
「
限
」
に
作
っ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
は
誤
り
で
あ

ろ
う
。

○
傳

一
宿
酒

○
正
義
曰
、
毛
以
爲
言
無
酒
明
是
卒
爲
之
、
故
云
一
宿
酒
。
蓋
於
時
有
之
。
箋
以

經
傳
無
名
一
宿
酒
爲

者（
校
１
）、
既
有
一
宿
之
酒
、
不
得
謂
之
無
酒
。『
論
語
』

云
、「

酒
市

不
食
」。
是
古
買
酒
爲

酒
、
故
易
之
爲

買
也
（
校
２
）。

校
正１

）

無
名

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・

本
・
監
本
・

本
・
殿
本
・

全
書
本
、「
無
名
」
に
作
る
。
毛
本
、「
無
明
」
に
作
る
。
毛
本
の
誤
り
。
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２
）

易

足
利
本
・

疏
本
・
元
刊
本
・
毛
本
・

本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
易
」

に
作
る
。

本
・
監
本
、「
亦
」
に
作
る
。

○
毛
伝
の
「

一
宿
酒
」
に
つ
い
て

○
正
義：

毛
伝
の
解
釈：

酒
無
け
れ
ば
」と
経
文
に
言
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
明

ら
か
に
こ
の
酒
宴
は
急
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、「
一
宿
の
酒
」と
解
釈

し
た
の
で
あ
る
。
時
に
は
一
夜
酒
を
造
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

鄭
箋
で
は
経
伝
〔
経
典
や
古
籍
〕
に
「
一
宿
の
酒
」
を

と
い
っ
て
い
る
も
の

は
な
く
、
も
し
「
一
宿
の
酒
」
で
も
そ
れ
が
有
る
の
な
ら
ば
、〔
経
文
で
〕「
無
酒

（
酒
無
け
れ
ば
〜
）」と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た『
論
語
』（「

黨
」）
に
「

酒
市

は
食
ら
は
ず
」（
注
１
）
と
あ
り
、
昔
は
酒
を
買
う
こ
と
を

「

酒
」と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、
毛
伝
の
説
を
易か
え
て「

を
買
う
」

と
解
し
た
の
で
あ
る
。

注

１
）
『
論
語
』（「

黨
」）
に
は
「

酒
市

不
食
」
と
あ
る
。

疏
で
は

「

賣
也
」、
朱
熹
注
で
は
「

市
、
買
也
」。

○
箋
爲
我
至

已

○
正
義
曰
、
兄
弟
陳
王
之
厚
己
、
使
人
爲
之
鼓
舞
。
言
爲
我
者
、
以

由
已
而
故

作
也（
校
１
）。『
禮
記
』天
子
食
三
老
五
更
於
大
學
、

而
總
于
、
親
在
舞
位
、
知

此
非
王
自
舞
者
、
食
三
老
五
更
、
重
禮
示
敬
、
故
王
親
舞
之
。
此
與
故
舊
燕

、
不

當
王
親
舞
也
。
若
言
王
身
親
舞
、
豈
亦
親
撃
鼓
乎
。
以
此
知
使
人
爲
之
。

校
正１

）

故
作

疏
本
、「
作
故
」
に
作
る
。
足
利
本
・
元
刊
本
・
監
本
・

本
・

本
・
殿
本
・
全
書
本
、「
故
作
」
に
作
る
。
注
（
１
）
に
記
し
た
こ
と

か
ら
、「
作
故
」
に
作
る
の
が
よ
い
。

○
鄭
箋
「
爲
我
」
よ
り
「

已
」
に
至
る
ま
で

○
正
義：

兄
弟
〔
宴
席
に
招
待
さ
れ
た
人
〕
た
ち
は
王
が
自
分
た
ち
を
手
厚
く
持

て
な
し
て
く
れ
、
人
に
命
じ
て
太
鼓
を
鳴
ら
し
舞
を
舞
わ
せ
る
て
い
る
こ
と
を
陳

べ
る
。「
爲
我
」
と
い
う
の
は
、
奏
さ
れ
る
音
楽
が
自
分
た
ち
〔
兄
弟
〕
か
ら
の
依

頼
に
由
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
（
注
１
）。『
禮
記
』「

記
」
に
天
子
「
食
三

老
五
更
於
大
學
、

而
總
干
（
天
子
は
三
老
五
更
を
大
学
に
食やしなひ
、

し
て
干
を

總
べ
）」
と
あ
り
（
注
２
）、
天
子
自
ら
歌
舞
し
て
〔
三
老
五
更
〕
を
慰
労
す
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
王
自
ら
が
舞
う
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
は
、〔『
禮
記
』に

あ
る
場
合
の
よ
う
に
天
子
が
〕
三
老
五
更
を
宴
に
招
く
の
は
、
礼
を
重
ん
じ
老
人

を
敬
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
王
〔
天
子
〕
自
ら
が
舞
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
〔
こ
の
「
伐
木
」〕
は
故
旧
を
宴
楽
す
る
も
の
で
あ
り
、
王
自
ら
が
舞
う
の
は

相
応
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
王
自
ら
が
舞
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
太
鼓

を
撃
つ
の
も
王
自
ら
撃
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
王
自
ら
歌
舞
し
た
り
、
自
ら
太
鼓
を
撃
っ
た
り
せ
ず
、
人
に
や
ら
せ
る
こ
と

が
分
か
る
の
で
あ
る
。

注

１
）
『
經
典
釋
文
』
に
「
爲
、
于

反
。
下
同
。」
と
あ
り
、
こ
の
「
爲
」
は

「
〜
の
爲
に
」
の
意
。
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な
お
、
沈
廷
芳
『
十
三
經
注
疏
正
字
』（
四
庫
全
書
）
に
「
故
作
、
疑

倒
」
と
あ
る
。
確
か
に
、「
以
〜
故
…
」
の
構
文
で
は
、「
故
」
の
前
に

「
而
」
が
来
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、「
而
作
故
」
と
あ
る
ほ
う
が
整
っ

て
い
る
。「
音
楽
が
自
分
た
ち
〔
兄
弟
〕
か
ら
の
依
頼
に
由
っ
て
作
さ
れ

た
た
め
で
あ
る
。」

２
）
『
禮
記
』「

記
」に〔
天
子
〕「
食
三
老
五
更
於
大
學
、
天
子

而
割
牲
、

執
醬
而

、
執
爵
而

、

而

干
、
所
以
教
諸
侯
之
弟
也
。」と
あ
り
、

そ
の
鄭
玄
注
に
「

而

干
、
親
在
舞
位
也
（

し
て
干
を

ぶ
と
は
、

親
し
く
舞
位
に
在
る
な
り
）」と
あ
る
。
こ
こ
の
注
疏
の
文
章
は「

記
」

本
文
と
そ
の
鄭
玄
注
と
が
、
重
な
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、「

干
」
と
は
、
同
じ
く
「

記
」
の
「
夫

者
象
成
者
也
。

干
而
山
立

〔＝

正
立
す
る
〕。
武
王
之
事
也
」の
鄭
玄
注
に「
持
盾
也
」と
あ
る
。「
三

老
五
更
」
と
は
『
禮
記
』「
文
王
世
子
」
の
鄭
玄
注
に
「
三
老
五
更
、
各

一
人
。
皆
年
老
更
事
〔
世
事
を
豊
か
に
経
験
し
て
い
て
〕
致
仕
〔
退
職

し
た
〕
者
也
。
天
子
以
父
兄
養
之
、
示
天
下
之
孝
悌
也
」
と
あ
る
。「
楽

記
」
の
鄭
玄
注
で
は
老
人
で
更
に
三
德
〔
正
直
・
剛
・
柔
〕・
五
事
〔
貌
・

言
・
視
・

・
思
〕
を
知
る
者
と
い
う
。
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